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規 則
奈良市立診療所設置条例及び奈良市立診療所諸料金条例
の一部を改正する条例の施行期日を定める規則をここに公
布する。
平成28年４月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市規則第49号

奈良市立診療所設置条例及び奈良市立診療所諸料金
条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則

奈良市立診療所設置条例及び奈良市立診療所諸料金条例
の一部を改正する条例（平成27年奈良市条例第46号）の施
行期日は、平成28年６月１日とする。

附 則
この規則は、公布の日から施行する。

（平成28年４月20日掲示済）

告 示
奈良市告示第212号
奈良市サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び立入
検査に関する要綱を次のように定める。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市サービス付き高齢者向け住宅に係る報告及び
立入検査に関する要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、高齢者の居住の安定確保に関する法
律（平成13年法律第26号。以下「高齢者住まい法」とい
う。）第24条第１項及び老人福祉法（昭和38年法律第133
号）第29条第９項に基づくサービス付き高齢者向け住宅
（高齢者住まい法第５条第１項に規定するサービス付き
高齢者向け住宅をいう。以下同じ。）に係る報告及び立
入検査に関し必要な事項を定める。
（入居開始報告）
第２条 高齢者住まい法第９条第１項に規定する登録事業
者（以下「登録事業者」という。）又は登録事業者から
登録住宅の管理若しくは高齢者生活支援サービスの提供
を委託された者（以下「管理等受託者」という。）は、
サービス付き高齢者向け住宅としての入居開始までに、
サービス付き高齢者向け住宅入居開始報告書（別記第１
号様式）を市長に提出しなければならない。
２ サービス付き高齢者向け住宅として登録された時点で
既に居住の用に供している場合は、登録事業者又は管理
等受託者は、速やかにサービス付き高齢者向け住宅入居
開始報告書を市長に提出しなければならない。
（定期報告）
第３条 登録事業者又は管理等受託者は、毎年７月１日時
点の事業の状況を、サービス付き高齢者向け住宅事業定
期報告書（別記第２号様式）に市長が別に定める書類を
添えて、同月末日までに市長に報告するものとする。
（立入検査）
第４条 立入検査は、原則として入居開始の日の翌日から
起算して１年以内に実施する。ただし、必要に応じ、随
時実施することができる。
２ 市長は、立入検査を実施するときは、登録事業者又は
管理等受託者に対して事前通知書（別記第３号様式）に
よりあらかじめ通知するものとする。ただし、緊急に立
入検査の必要が生じた場合は、この限りでない。
３ 立入検査を行おうとする職員は、サービス付き高齢者
向け住宅立入検査員証（別記第４号様式）を携帯し、関
係人の請求があるときは、これを提示しなければならな
い。
（結果通知）
第５条 立入検査の結果は、改善すべき事項がない場合に
あってはサービス付き高齢者向け住宅立入検査結果通知
書（別記第５号様式）により、改善すべき事項がある場
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合にあってはサービス付き高齢者向け住宅立入検査結果
通知書（別記第６号様式）により登録事業者に通知する
ものとする。
（改善報告）
第６条 立入検査の結果、改善すべき事項があった場合は、
登録事業者は速やかに必要な措置をとるとともに、サー
ビス付き高齢者向け住宅改善報告書（別記第７号様式）
により市長に報告するものとする。
（その他）
第７条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項につい
ては市長が別に定める。
附 則

（施行期日）
１ この告示は、平成28年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の日において、既にサービス付き高齢
者向け住宅としての居住の用に供している登録住宅につ
いては、第２条及び第４条第１項本文の規定は、適用し
ない。
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別記
第１号様式（第２条関係）
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第２号様式（第３条関係）
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第３号様式（第４条関係）
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第４号様式（第４条関係）
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第５号様式（第５条関係）
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第６号様式（第５条関係）
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第７号様式（第６条関係）
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（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第213号
奈良市スポーツ賞要綱の一部を改正する告示を次のよう
に定める。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市スポーツ賞要綱の一部を改正する告示

奈良市スポーツ賞要綱（平成20年奈良市告示第626号）
の一部を次のように改正する。
第１条中「者」を「個人及び団体」に改める。
第２条の次に次の１条を加える。
（顕彰の対象）
第２条の２ 顕彰の対象は、市内に住所を有する個人及び
市内に活動の拠点を置く団体とする。
第３条の見出しを「（顕彰の基準）」に改め、同条第１項
中「する者」を「するもの」に改め、同項第１号中「選手
として」を「として」に、「者」を「個人又は団体」に改
め、同項第２号中「選手」を削り、「者」を「個人又は団
体」に改め、同項第３号中「選手として」を削り、「者」

を「個人又は団体」に改め、同条第２項中「する者」を「
するもの」に改め、同項第１号中「入賞した者」を「入賞
した個人又は団体」に改め、同項第２号中「優勝した者」
を「優勝した個人又は団体」に改め、同条第３項中「する
者」を「するもの」に改め、同項各号中「者」を「個人又
は団体」に改め、同条第４項を次のように改める。
４ 前３項の規定にかかわらず、招待又は自由参加により
大会に出場したものは、顕彰の対象としない。

附 則
この告示は、平成28年４月１日から施行する。

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第214号
予防接種法（昭和23年法律第68号）第５条の規定による
予防接種を行うので、予防接種法施行令（昭和23年政令第
197号）第４条及び第５条の規定により、次のとおり公告
します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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１ 予防接種の種類、予防接種の対象者の範囲並びに予防接種を行う期間及び場所

予防接種の種類 予防接種の対象者の範囲 予防接種を行う期間 予防接種を行う場所

ジフテリア・百日せき・
ポリオ・破傷風

（４種混合）
ジフテリア・百日せき・
破傷風 （三種混合）
ジフテリア・破傷風

（二種混合）

生後３月から生後90月に至るまでの間に
ある者

平成28年４月10日から
平成29年３月31日まで

別紙１のとおり

結 核 （BCG） 生後３月から生後12月に至るまでの間に
ある者

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

麻しん・風しん（MR）

麻しん又は風しん

１．生後12月から生後24月に至るまでの
間にある者

２．５歳以上７歳未満の者であって、小
学校就学の始期に達する日の１年前の
日から当該始期に達する日の前日まで
の間にあるもの

平成28年４月10日から
平成29年３月31日まで

日本脳炎 １．生後６月から生後90月に至るまでの
間にある者

２．９歳以上13歳未満の者
＜特例＞
•平成７年４月２日以降に生まれた７歳
６か月以上20歳未満の者

•平成19年４月２日から平成21年10月１
日に生まれた者で平成22年３月31日ま
でに第１期の予防接種が終了していな
い者で９歳以上13歳未満にある者

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

ジフテリア･破傷風
（二種混合）

11歳以上13歳未満の者 平成28年４月10日から
平成29年３月31日まで

急性灰白髄炎（ポリオ） 生後３月から生後90月に至るまでの間に
ある者

平成28年４月10日から
平成29年３月31日まで



２ 接種不適当者
⑴ 明らかな発熱（37.5℃以上）を呈している者
⑵ 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな者
⑶ 当該疾病に係る予防接種の接種液の成分によって、
アナフィラキシー（即時型アレルギーのなかで最も迅
速な過敏反応）を呈したことが明らかな者

⑷ 麻しん及び風しんの予防接種の対象者にあっては、
妊娠していることが明らかな者

⑸ ＢＣＧ接種の対象者にあっては、結核その他の疾病
の予防接種、外傷等によるケロイドの認められる者

⑹ 前各号に掲げる者のほか、予防接種を行うことが不
適当な状態にある者

３ 接種要注意者
⑴ 心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患、
発育障害等の基礎疾患を有する者

⑵ 予防接種で接種後２日以内に発熱のみられた者及び
全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことが
ある者

⑶ 接種しようとする接種液の成分に対してアレルギー
を呈するおそれのある者

⑷ 過去にけいれんの既往のある者
⑸ 過去に免疫不全の診断がなされている者及び近親者
に先天性免疫不全症の者がいる者

⑹ ＢＣＧについては、過去に結核患者との長期の接触
がある者その他の結核感染の疑いのある者

４ 料金
⑴ 成人用23価肺炎球菌感染症予防接種については、自
己負担金 3,000円

⑵ それ以外の予防接種については、無料
⑶ 接種当日に、奈良市に住民登録のない者や予防接種
の対象者の範囲に含まれない者は有料（全額負担）

５ 長期療養児
長期にわたり療養を必要とする疾病で厚生労働省令で
定めるものにかかったこと、その他の厚生労働省令で定
める特別の事情があることにより当該特定疾病に係る予
防接種法（昭和23年法律第68号）第５条第１項に規定す
る予防接種を受けることができなくなったと認められる
者については、当該特別の事情がなくなった日から起算
して２年、成人用肺炎球菌感染症については１年を経過
する日までの間（厚生労働省令で定める特定疾病にあっ
ては、厚生労働省令で定める年齢に達するまでの間にあ
る場合に限る）、当該特定疾病に係る同項の政令で定め
る者とすること。（令第１条の２第３項関係）

６ その他
不明な点については、奈良市保健所保健予防課に問い
合わせてください。
別紙省略

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示215号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

ヒブ感染症 生後３月から生後60月に至るまでの間に
ある者

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

小児肺炎球菌感染症 生後３月から生後60月に至るまでの間に
ある者

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

ヒトパピローマウイルス
感染症

小学６年生～高校１年生 平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

水痘 生後12月から生後36月に至るまでの間に
ある者

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

成人用肺炎球菌感染症 65歳の者
60歳以上65歳未満の者であって心臓、腎
臓若しくは呼吸器の機能の障害を有する
ものとして厚生労働省令で定めるもの

平成28年４月１日から
平成29年３月31日まで

別紙２のとおり

１ 入札に付する事項

項 目 概 要

業務名 奈良市東部地域における学校給食用物資配送業務

業務内容
•給食物資納入業者から配送される給食物資を衛生面や品質面を保持したうえで安全に保管する。
•給食実施日に上記の保管した給食物資を都祁学校給食センター、月ヶ瀬学校給食センター、田原
小学校、興東小学校、柳生小学校、興東館柳生中学校の給食室へ配送する。

委託期間 平成28年５月１日から平成29年３月31日まで

業者選定方法 一般競争入札

契約形式 委託契約



以下省略
（平成28年４月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第216号
奈良市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等
に関する要綱の一部を改正する告示を次のように定める。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市子どものための教育・保育給付に係る支給認
定等に関する要綱の一部を改正する告示

奈良市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等
に関する要綱（平成27年奈良市告示第203号）の一部を次
のように改正する。
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

「 「
別記第１号様式中 を に、

」 」
「 「

を に改める。

」 」

フリガナ

氏 名

フリガナ
氏 名
個人番号

勤務先、学校名と学年、
その他の状況

市民税等
課税状況

有・非

有・非

有・非

有・非

有・非

有・非

有・非

勤務先、学校名と学年、
その他の状況 個人番号

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年４月１日から施行する。
（経過措置）
２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市子どものための教育・保育給付に係る支給認定等に
関する要綱別記第１号様式の規定に基づき作成されてい
る用紙は、当分の間、必要な修正をして使用することが
できる。

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第217号
道路法（昭和27年法律第180号）第10条第１項の規定に
基づき、次の市道の路線を廃止します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第218号
道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に
基づき、次の路線を本市の市道路線に認定します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第219号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に
基づき、次のように道路の区域を決定します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第220号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、平成28年４月１日から次のように道路の供用を開

始します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第221号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の区域を変更します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第222号
道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に
基づき、次のように道路の供用を開始します。

その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第224号
奈良市予防接種に係る事故災害の補償に関する要綱を次
のように定める。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市予防接種に係る事故災害の補償に関する要綱

（趣旨）
第１条 この要綱は、予防接種法（昭和23年法律第68号）
に基づく予防接種以外の予防接種（以下「法定外の予防
接種」という。）で市長が実施するものに係る事故の災
害補償（以下「補償」という。）に関し必要な事項を定
める。
（対象とする予防接種）
第２条 補償の対象となる予防接種（以下「対象予防接種
」という。）は、昭和52年４月１日以後に実施した法定
外の予防接種で市が行政措置として自ら行う全てのもの
（ツベルクリンを除く。）とする。
２ 前項の規定にかかわらず、市が委託契約に基づき他の
市町村に委託して行う予防接種は、対象予防接種とする。
３ 第１項の規定にかかわらず、市が他の市町村からの委
託契約に基づき行う予防接種は、対象予防接種としない。
（補償対象者）
第３条 この要綱による補償の対象者（以下「補償対象者
」という。）は、対象予防接種を受けた全ての者で、次
条に規定する健康被害を受けた者とする。
２ 市は、次条に規定する健康被害により補償対象者が死
亡したときは、当該補償対象者の法定相続人に対して補
償を行うものとする。
（補償の方法）
第４条 市は、対象予防接種を行うことにより健康被害（
予防接種法施行令（昭和23年政令第197号）別表第２に
定める障害（以下「身体障害」という。）又は死亡に限
る。以下同じ。）が発生した場合（障害がこの告示の施
行の日以後に発見された場合に限る。）において、補償
対象者又は前条第２項の法定相続人に対し、次条に定め

る基準に基づき補償を行う。
（補償の基準及び額）
第５条 補償の基準及び額は、次のとおりとする。
⑴ 補償基準 補償は、次のいずれかの場合に限り行う。
ア 補償対象者が身体障害を被った場合
イ 補償対象者の身体障害が明らかになった日から
180日以内に死亡した場合

⑵ 補償額 次に定める額とする。イの場合において、
補償対象者の身体障害が明らかになった日から180日
以内に障害の程度が確定しないときは、身体障害が明
らかになった日の翌日から起算して179日目に当たる
日の医師の診断に基づき、その障害程度を決定するも
のとする。
ア 死亡の場合 予防接種法施行令第17条第４項第２
号に定める額を基準として次条第２項の全国市長会
予防接種事故賠償補償保険特約書に定める額
イ 障害の場合 予防接種法施行令別表第２に掲げる
等級に応じ、次条第２項の全国市長会予防接種事故
賠償補償保険特約書に定める額

２ 前項の規定は、補償対象者又は第３条第２項の法定相
続人が他の方法により算定した額の損害賠償の請求をす
ることを妨げるものではない。
３ 前２項の定めるところにより損害賠償の額を定める場
合は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第１項
の議決を経るものとする。ただし、当該損害賠償の訴え
に係る判決によってその額が決定されたときは、この限
りでない。
（損害補償の免責）
第６条 市は、全国市長会（地方自治法第263条の３第１
項の規定により届出されたものをいう。次項において同
じ。）が実施する予防接種事故賠償補償保険制度により
補償が行われた場合は、同一の事由によるものについて
は、その補償の範囲において民法（明治29年法律第89
号）又は国家賠償法（昭和22年法律第125号）による損
害賠償の責を免れる。
２ 前項の補償については、全国市長会の予防接種事故賠
償補償保険制度において適用される賠償責任保険普通保
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第223号
道路法（昭和27年法律第180号）第48条の13第３項の規
定に基づき、次の市道路線を平成28年４月１日から歩行者

専用道路に指定します。
その関係図書は、公示の日から１箇月間、建設部土木管
理課において一般の縦覧に供します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸



険約款、予防接種実施主体特約条項及び全国市長会予防
接種事故賠償補償保険特約に定めるところによる。
（その他）
第７条 この要綱に定めるもののほか、予防接種の事故の
補償に関し必要な事項は、その都度定める。
附 則

この告示は、平成28年４月１日から施行する。
（平成28年４月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第225号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 件 名 奈良市公用自動車賃貸借

⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市役所本庁舎

奈良市二条大路南一丁目１番１号
⑷ 納入期限 平成28年６月１日
⑸ 担 当 課 奈良市総務部管財課

電話 0742－34－4857
以下省略

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第226号
介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項、第
46条第１項及び第53条第１項の規定により、指定居宅サー
ビス事業者、指定介護予防サービス事業者及び居宅介護支
援事業者を指定しましたので、同法第78条第１号、第85条
第１号及び第115条の10第１号の規定により公示します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2960190698 奈良市杉ヶ町32番地４ブレスト一番館201号室
訪問看護ステーショ
ンみのり奈良

大阪府門真市末広町36番10
号 アドラブール古川橋ウ
エスト

トキノ株式会社 平成28年
４月１日

2970107229 奈良市大宮町五丁目３－14 不動ビル201号室
エルケア株式会社
エルケア新大宮ケア
センター

大阪市北区中崎西二丁目４
番12号 梅田センタービル
25階

エルケア株式会
社

平成28年
４月１日

2960190664 奈良市大安寺二丁目３番13号
なら訪問看護リハビ
リステーション

奈良市大安寺二丁目３番13
号 株式会社OBI 平成28年

４月１日

2970107161
奈良市大宮町三丁目５
番35号 アクティブ宝
泉ビル５階

ぐっど・たいむ 奈良市菅原町48番地 社会福祉法人寧
楽ゆいの会

平成28年
４月１日

2990100378 奈良市法蓮町40－７ 茶話本舗デイサービ
ス奈良法蓮亭 奈良市白毫寺町835番地１ 株式会社YOUR

NAME
平成28年
４月１日

2990100386 奈良市六条二丁目４－８
茶話本舗デイサービ
ス奈良六条亭 奈良市白毫寺町835番地１ 株式会社YOUR

NAME
平成28年
４月１日

2970107237 奈良市窪之庄町721番 介護付有料老人ホー
ムやまと

奈良県天理市中之庄町532
番１

社会福祉法人大
和清寿会

平成28年
４月１日

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第227号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により別所町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成27年４月１日

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第228号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

谷 辰夫
奈良市別所町
497番地

今西 清
奈良市別所町
552番地



同条第２項の規定により告示します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第229号
国土調査を行うので、国土調査法（昭和26年法律第180
号）第７条の規定により次のとおり公示する。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 事業計画が決定された年月日
平成28年４月１日 担農第23号

２ 調査を実施する者の名称
奈良市

３ 調査地域
奈良市都祁相河町及び都祁吐山町の各一部の地域

４ 調査期間
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第230号
固定資産課税台帳に登録すべき平成28年度の固定資産の

価格等のすべてを登録しましたので、地方税法（昭和25年
法律第226号）第411条第２項の規定により公示します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
（平成28年４月１日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第231号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収事務を委託したので、同
条第２項の規定により告示します。
平成28年４月１日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第232号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する
指定障害福祉サービス事業者を指定（更新）しましたので、
同法第51条第１号の規定に基づき告示します。
平成28年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

―40―

平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

受 託 者 徴収事務
奈良市八条一丁目790－１
公益社団法人
奈良市シルバー人材センター
理事長 津 山 恭 之

放置自転車等移動
手数料
放置自転車等保管
手数料

受 託 者 徴収事務
奈良市高畑町1116－６
農業振興会館内
公益社団法人 奈良県獣医師会
会長 久保 益一

狂犬病予防注射済票
交付手数料

事業所番号 事業者
名称 郵便番号 事業者住所 事業所名称 郵便番号 事業所住所 サービス

種類
指定更
新年月
日

指定有
効期限

2910101217 社会福祉法人大地 630-8442
奈良県奈良市
北永井町543
－１

花咲き苑 630-8442
奈良県奈良市
北永井町543
－１

就労継続
支援（Ａ
型）

平成28
年３月
１日

平成34
年３月
１日

2910101258
株式会社
すみれサ
ポート

631-0846
奈良県奈良市
平松一丁目27
番１号２階

株式会社す
みれサポー
ト

631-0846
奈良県奈良市
平松一丁目27
番１号２階

居宅介護
平成28
年４月
１日

平成34
年３月
31日

2910101258
株式会社
すみれサ
ポート

631-0846
奈良県奈良市
平松一丁目27
番１号２階

株式会社す
みれサポー
ト

631-0846
奈良県奈良市
平松一丁目27
番１号２階

重度訪問
介護

平成28
年４月
１日

平成34
年３月
31日

2910101258
株式会社
すみれサ
ポート

631-0846
奈良県奈良市
平松一丁目27
番１号２階

株式会社す
みれサポー
ト

631-0846
奈良県奈良市
平松一丁目27
番１号２階

行動援護
平成28
年４月
１日

平成34
年３月
31日

2910101241
社会福祉
法人なら
やま会

630-8104
奈良県奈良市
奈良阪町2532
－３

生活介護事
業ウィズ・
ユー

630-8104
奈良県奈良市
奈良阪町2292
－２

生活介護
平成28
年４月
１日

平成34
年３月
31日

2910101266
社会福祉
法人寧楽
ゆいの会

631-0842 奈良県奈良市菅原町48
寧楽ゆいの
会 630-8115

奈良県奈良市
大宮町３－５
－35 アクテ
ィブ宝泉ビル
４階

生活介護
平成28
年４月
１日

平成34
年３月
31日



（平成28年４月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第235号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により六条緑町三丁目自治会から告示した事項の変
更の届出がありましたので、同条第10項の規定により次の
とおり告示します。
平成28年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月１日

（平成28年４月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第236号

―41―

奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

2910101225

特定非営
利活動法
人ふぁー
ちぇ

631-0016

奈良県奈良市
学園朝日町２
－６ ハイマ
ート学園前
203

たむたむ荘 631-0016

奈良県奈良市
学園朝日町２
－６ ハイマ
ート学園前
203

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成28
年４月
１日

平成34
年３月
31日

（平成28年４月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第233号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同法第
51条第１号の規定に基づき告示します。
平成28年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 指定年月日 平成28年４月１日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102447 有限会社ＩＳＤ 630-8012
奈良県奈良市二条
大路南二丁目２番
22－１号

有限会社Ｉ
ＳＤ 630-8012

奈良県奈良市二条
大路南二丁目２番
22－１号

同行援護
行動援護

2910101910
一般社団法
人みやこい
ち福祉会

630-8114 奈良県奈良市芝辻町一丁目７番18号

ジョイアス
スクールつ
なぎ

630-8141
奈良県奈良市南京
終町七丁目540－５
２階

就労移行支援

2910102462 エルケア株式会社 530-0015

大阪市北区中崎西
二丁目４番12号
梅田センタービル
25F

エルケア株
式会社 エ
ルケア新大
宮ケアセン
ター

630-8115
奈良県奈良市大宮
町五丁目３－14
不動ビル201号室

居宅介護
重度訪問介護
同行援護

2910102454
社会福祉法
人寧楽ゆい
の会

631-0842 奈良県奈良市菅原町48番地
ぐっど・た
いむ 630-8115

奈良県奈良市大宮
町三丁目５番35号
アクティブ宝泉ビ
ル５階

居宅介護
重度訪問介護
行動援護

（平成28年４月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第234号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第29条第１項に規定する

指定障害福祉サービス事業者を廃止しましたので、同法第
51条第２号の規定に基づき告示します。
平成28年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 廃止年月日 平成28年３月31日

事業所番号
事業者 事業所

サービス種類
名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910100136
社会福祉法
人寧楽ゆい
の会

631-0842 奈良県奈良市菅原町48番地
ぐっど・た
いむ 630-8115

奈良県奈良市大宮
町三丁目５番35号
アクティブ宝泉ビ
ル５階

居宅介護
重度訪問介護
行動援護

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

漆畑 訓明
奈良市六条緑町
三丁目６番５－４号

前林 匡
奈良市六条緑町
三丁目４番24号



身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）

第３条の規定により告示します。
平成28年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸

―42―

平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成28年
3月11日 岸 純一郎 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目50番１号 糖尿病内科・内科

（肢体不自由）

平成28年
３月25日 岸 純一郎 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目50番１号 糖尿病内科・内科

（心臓機能障害）

平成28年
３月16日 岸 純一郎 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目50番１号 糖尿病内科・内科

（じん臓機能障害）

平成28年
３月11日 掛樋 善明 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目50番１号 神経内科

（肢体不自由）

平成28年
３月28日 児山 紀子 市立奈良病院 奈良市東紀寺町一丁目50番１号 呼吸器内科

（呼吸器機能障害）

（平成28年４月４日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第237号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律（平成17年法律第123号）第77条に基づく、地域生
活支援事業の実施に要する費用の額に関する基準（平成25
年奈良市告示第178号）の一部を次のように改正し、平成

28年４月１日から適用します。
平成28年４月４日

奈良市長 仲 川 元 庸
日常生活用具給付事業の部分の表中
「 蓄便袋 」を「 ストーマ装具（消化器系） 」に、
「 蓄尿袋 」を「 ストーマ装具（尿路系） 」に、

「

を

」
「

に

」

紙おむつ等（紙お
むつ、洗腸用具、
さらし・ガーゼ等
衛生用品）

３歳以上のぼうこう・直腸機能障害者で、ストマ用装具
を装着できないもの（蓄便袋または蓄尿袋の給付を受け
ていない者に限る。）又は脳性麻痺等脳原性運動機能障
害により排尿若しくは排便の意思表示が困難な者

次に掲げるストマ用装具に代え
て障がい者が用意に使用し得る
もの
⑴ 紙おむつ
⑵ 脱脂綿、さらし、ガーゼ
⑶ 洗腸用具

紙おむつ等（紙お
むつ、洗腸用具、
さらし・ガーゼ等
衛生用品）

３歳以上のぼうこう・直腸機能障害者で、ストーマ装具
を装着できないもの（消化器系及び尿路系のストーマ装
具の給付を受けていない者に限る。）又は脳性麻痺等脳
原性運動機能障害（乳幼児期以前に発現した非進行性脳
病変によるもの）により、排尿若しくは排便の意思表示
が困難な者で、次のいずれにも該当し、紙おむつ等の用
具類を必要とする者
⑴ 自力でトイレに行けないこと
⑵ 自力で便座（排便補助用具の使用を含む。）に座
ることができないこと

⑶ 介助による定時排泄をすることができないこと

次に掲げるストーマ装具に代え
て障がい者が用意に使用し得る
もの
⑴ 紙おむつ
⑵ 脱脂綿、さらし、ガーゼ
⑶ 洗腸用具

改める。
（平成28年４月４日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第238号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年４月４日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京
駅周辺及び近鉄平城駅周辺自転車等放置禁止区域
４ 保管場所

奈良市大安寺西二丁目288－１
奈良市自転車等保管施設

５ 引取期間
移動日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条



例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除
く。
６ 引取時間

午前９時から午後４時30分まで
７ 引取りのための必要事項
⑴ 印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認でき
るもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持ちく
ださい。

⑵ 次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
ア 移動費 自転車 2,000円

原動機付自転車 4,000円
イ 保管費 1,000円（ただし、移動日から14日以内

は無料）
８ 連絡先 奈良市市民生活部 交通政策課

電話0742－34－1111代表
（平成28年４月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第239号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年４月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 処分内容 本市において一般廃棄物最終処分場埋立

地（第２工区）から発生するカルシウム汚
泥をコンテナ車（積載量10トン以下）によ
り回収運搬し、受注者の所有する一般廃棄
物処理施設において適正に処理を行う。

⑵ 委託名称 カルシウム汚泥運搬処理業務委託
⑶ 委託期間 平成28年５月１日から平成29年３月31日

まで
⑷ 委託場所 奈良市米谷町地内 土地改良清美事務所

第２工区処理施設内

⑸ 排出日量 カルシウム汚泥（脱水ケーキ）
約0.1トン／日

以下省略
（平成28年４月５日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第240号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年４月５日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 処分内容 本市において一般廃棄物最終処分場埋立

地（第２工区）から発生する濃縮塩をロー
リー車（積載量10トン以下）又は同等のも
のによって吸引により回収運搬し、受注者
の所有する一般廃棄物処理施設において適
正に処理を行う。

⑵ 委託名称 濃縮塩運搬処理業務委託
⑶ 委託期間 平成28年５月１日から平成29年３月31日

まで
⑷ 委託場所 奈良市米谷町地内 土地改良清美事務所

第２工区処理施設内
⑸ 排出日量 濃縮塩（液状）

約3.0トン／日 （対水比重1.1）
以下省略

（平成28年４月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第241号
平成28年奈良市告示第144号（介護保険法の規定による
指定居宅サービス事業者等の指定）の一部を次のように改
正し、平成28年３月１日から適用します。
平成28年４月５日

奈良市長 仲 川 元 庸

―43―

奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

「

を

」
「

に

」
改める。

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2960190525 奈良市石木町800 エリシオン看護
ステーション 奈良市石木町800 医療法人良成会エリ

シオンクリニック
平成28年
３月１日

2960190228 奈良市北之庄西町二丁目８番14
ＰＡＬ訪問看護
ステーション

大阪市北区万歳町３番39
－1209号

株式会社ＰＡＬ
ＧＬＡＤ

平成28年
３月１日

事業所番号
事業所 事業者 指 定

年月日所在地 名称 法人所在地 法人名

2960190524 奈良市石木町800 エリシオン看護
ステーション 奈良市石木町800 医療法人良成会エリ

シオンクリニック
平成28年
３月１日

2960190466 奈良市北之庄西町二丁目８番14
ＰＡＬ訪問看護
ステーション

大阪市北区万歳町３番39
－1209号

株式会社ＰＡＬ
ＧＬＡＤ

平成28年
３月１日



（平成28年４月５日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第242号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第63条第２項の規
定に準用する同法第62条第１項の規定により次の都市計画
事業認可に係る図書の写しの送付を受けましたので、同条
第２項の規定により、次の場所で公衆の縦覧に供します。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 都市計画事業の種類及び名称
大和都市計画（奈良国際文化観光都市建設計画）道路
事業
３・４・４号 奈良橿原線
２ 縦覧場所

奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市都市整備部都市計画課

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第243号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第55条の規定に基
づく担保権設定等財産の差押通知書については、その送達
を受けるべき者の住所等が不明のため送達することができ
ないので、地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２
第１項の規定により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
担保権設定等財産の差押通知書

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第244号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第131条の規定に基
づく配当計算書については、その送達を受けるべき者の住
所等が不明のため送達することができないので、地方税法
（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により、
次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書
配当計算書

２ 送達を受けるべき者
省略

（平成28年４月６日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第245号
住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）第５条
の２第２項に基づき、平成28年奈良市告示第147号につい
て公示の日から30日以内に、その50人以上の連署をもって、
理由を付して、下記のとおり変更請求があったことを、同
法第５条の２第４項の規定により公表します。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
記

•変更請求日 平成28年３月30日
•変更請求理由
⑴ 平成27年４月１日付で菅原東町自治会の役員４名が、
奈良市長に対して同町の住民351世帯の署名を添えて
提出した住居表示実施についての要望書とは内容が大
きく異なっている。（２分割が３分割、及び丁目の区
域）
⑵ 近鉄西大寺駅南土地区画整理事業区域の一部住民の
要望を重視し、高い減歩率で協力した水利組合員の意
見を全く聞いていない。
⑶ 菅原町は、歴史的にも由緒有る一体の町であり、住
居表示についても平成17年の当初から町全体を同時に
実施する事を目指して協議を重ねてきたところですが
結論を得ず、やっと昨年から話し合いを再開してきた
ところであります。この案で菅原東町が先に住居表示
を実施すれば、菅原町は分断され、町の将来に禍根を
残すことになります。よって、別図のとおり変更すべ
きであります。

•添付書類
⑴ 変更を請求する住民109名の署名（101名有効）
⑵ 菅原東町一丁目～三丁目の区域の変更図
別図省略

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第246号
奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱の一
部を改正する告示を次のように定める。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱
の一部を改正する告示

奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付金交付要綱（平
成16年奈良市告示第335号）の一部を次のように改正する。
第４条第１項中「20パーセント」を「60パーセント」に、
「100,000円」を「200,000円」に、「4,000円」を「12,000
円」に改める。
第６条第２項に次の１号を加える。
⑷ 母子家庭等自立支援教育訓練給付金に係る個人番号
提供書（別記第１号様式の２）
別記第１号様式中「20％」を「60％」に、「４千円」を
「１万２千円」に、「10万円」を「20万円」に改め、同様

―44―

平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報



式の次に次の１様式を加える。

第１号様式の２（第６条関係）
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別記第２号様式中「20％」を「60％」に、「４千円」を
「１万２千円」に、「10万円」を「20万円」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年４月６日から施行し、この告示
による改正後の奈良市母子家庭等自立支援教育訓練給付
金交付要綱の規定は、同年４月１日から適用する。
（経過措置）
２ この告示による改正後の奈良市母子家庭等自立支援教
育訓練給付金交付要綱第４条第１項の規定は、平成28年
４月１日以後に修了した教育訓練に係る訓練給付金につ
いて適用し、同日前に修了した当該教育訓練に係る訓練
給付金については、なお従前の例による。

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第247号
奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の
一部を改正する告示を次のように定める。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要
綱の一部を改正する告示

奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱（
平成16年奈良市告示第336号）の一部を次のように改正す
る。
第２条第１項第３号中「２年」を「１年」に改め、同項
第４号に次のただし書を加える。

ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ
の限りでない。
第２条第２項第３号中「２年」を「１年」に改め、同項
第４号に次のただし書を加える。

ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、こ
の限りでない。
第３条第１号中「看護師」の次に「（准看護師）」を加え、
同条中第６号を第８号とし、第５号の次に次の２号を加え
る。
⑹ 調理師
⑺ 製菓衛生師
第５条第１号ア中「免除された者」の次に「、寡婦（寡
夫）控除の適用を受けたものとみなした場合に市町村民税
が非課税となる婚姻歴のない母又は父（以下「みなし寡婦
（夫）」という。）」を、「なる者」の次に「（みなし寡婦（
夫）を含む。）」を加え、同条第２号ア中「課されない者」
の次に「（みなし寡婦（夫）を含む。）」を加える。
第７条第１項に次の２号を加える。
⑸ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金に係る個人番号
提供書（別記第１号様式の２）

⑹ みなし寡婦（夫）であることが分かる書類
第７条第２項に次の２号を加える。
⑹ 母子家庭等高等職業訓練促進給付金に係る個人番号
提供書（前項の規定による提出があったときは、提出

を要しない。）
⑺ みなし寡婦（夫）であることが分かる書類
第８条第１項中「要件」の次に「（以下「交付要件」と

いう。）」を加え、同条第２項中「母子自立支援員」を「母
子・父子自立支援員」に改める。
第10条中「訓練促進給付金受給者」を「訓練促進給付金
対象者」に改める。
第11条中「第２条に規定する要件」を「交付要件」に、
「訓練促進給付金受給者」を「訓練促進給付金対象者」に、
「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・課
税状況変更届」を「母子家庭等高等職業訓練促進給付金受
給資格喪失・変更等届」に改める。
第11条の次に次の２条を加える。
（交付の取消等）
第11条の２ 市長は、訓練促進給付金対象者が交付要件に
該当しないと認めたときは、訓練促進給付金の交付を取
り消すものとし、その旨を当該対象者に母子家庭等高等
職業訓練促進給付金交付取消・停止等通知書（別記第５
号様式の２）により通知するものとする。
２ 市長は、訓練促進給付金等の交付に影響する事情が発
生したと認めたときは、訓練促進給付金の交付を停止す
るものとし、母子家庭等高等職業訓練促進給付金交付取
消・停止等通知書により通知するものとする。
（交付の再開）
第11条の３ 前条第２項の規定により訓練促進給付金等の
交付を停止された者で、交付停止となった月以後に交付
要件に該当しており、かつ、訓練促進給付金の交付を受
けようとするものは、母子家庭等高等職業訓練促進給付
金受給資格喪失・変更等届により市長に届け出なければ
ならない。
２ 市長は、前項の届出があった場合において、当該受給
者が交付要件に該当すると認めたときは、訓練促進給付
金等の交付を再開することとし、その旨を当該受給者に
母子家庭等高等職業訓練促進給付金交付取消・停止等通
知書により通知するものとする。
別記第１号様式の次に次の１様式を加える。
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第１号様式の２（第７条関係）
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申請者と同一世帯に属する者の個人番号

―48―

平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報



―49―

奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

別記第５号様式中「母子家庭等高等職業訓練促進給付金等受給資格喪失・課税状況変更届」を「母子家庭等高等職業
訓練促進給付金受給資格喪失・変更等届」に、「世帯の課税状況」を「受給資格の状況」に改め、
「

を

」
「

に

」
改める。
第５号様式の次に次の１様式を加える。

②受給資格がなくなった理由

ア 母子家庭の母又は父子家庭の父ではなくなったため
イ 奈良市内に住所を有しなくなったため
ウ 養成機関での修業をとりやめたため
エ その他（ ）

③理由が発生した日

④課税状況の変動 ア 対象者の市町村民税の課税状況が変わったため。
イ 対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税状況が変わったため。

②届出の種類 受給資格の喪失・受給資格の変更・交付停止・交付停止の解除

③受給資格の喪失・変更・
交付停止になった理由

ア 母子家庭の母又は父子家庭の父ではなくなったため
イ 奈良市内に住所を有しなくなったため
ウ 養成機関での修業をとりやめたため
エ 対象者の市町村民税の課税状況が変わったため
オ 対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税状況が変わったため
カ その他（ ）

④交付停止を解除する理由

ア 養成機関での修業を再会したため
イ 対象者の市町村民税の課税状況が変わったため
ウ 対象者と同一の世帯に属する者の市町村民税の課税状況が変わったため
エ その他（ ）

⑤理由が発生した日 年 月 日



第５号様式の２（第11条の２関係）
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附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年４月６日から施行し、この告示
による改正後の奈良市母子家庭等高等職業訓練促進給付
金等交付要綱の規定は、同年４月１日から適用する。
（経過措置）
２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等高等職業訓練促進給付金等交付要綱の規
定に基づき作成されている用紙は、当分の間、必要な調
整をして使用することができる。

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第248号
奈良市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱の一部を改
正する告示を次のように定める。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
奈良市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱の一部
を改正する告示

奈良市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱（平成18年
奈良市告示第195号）の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
奈良市ひとり親家庭等日常生活支援事業実施要綱

第１条中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改める。
第３条中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改め、
同条に次の１号を加える。
⑶ 未就学児を養育しているひとり親家庭であって、就
業上の理由により帰宅時間が遅くなる（所定内労働時
間の就業を除く。）など定期的に生活援助又は保育サ
ービスが必要な家庭
第４条第２項中「母子家庭等日常生活支援事業の円滑な
運営について（平成15年６月18日雇児福発第0618001号厚
生労働省雇用均等・児童家庭局家庭福祉課長通知）」を「
ひとり親家庭等日常生活支援事業の円滑な運営について（
平成26年９月30日雇児福発第0930013号厚生労働省雇用均
等・児童家庭局家庭福祉課長通知）」に改める。
第５条第２号ウ中「母子生活支援施設等の」の次に「ひ
とり親家庭等が」を加える。
第６条第１号中「訪問介護員」を「旧訪問介護員」に改
め、「者」の次に「又はこれと同等の研修を修了した者」
を加える。
第７条第１項中「母子家庭等日常生活支援事業利用登録
申請書」を「ひとり親家庭等日常生活支援事業利用登録申
請書」に改め、「という。）」の次に「及びひとり親家庭等
日常生活支援事業に係る個人番号提供書（別記第１号様式
の２）」を加え、同条第２項に次のただし書を加える。
ただし、第１号及び第２号に掲げる書類は、その事実

を公簿等によって確認することができる場合は、省略す
ることができる。
第７条第２項第１号中「母子家庭等」を「ひとり親家庭
等」に改め、同項第２号を削り、同項第３号中「母子家庭

等が」を「ひとり親家庭等が」に、「当該母子家庭等」を
「当該世帯」に改め、同号を同項第２号とし、同項第４号
中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改め、同号を同
項第３号とし、同項に次の１号を加える。
⑷ 寡婦（寡夫）控除の適用を受けたものとみなした場
合に非課税世帯又は児童扶養手当支給水準世帯となる
婚姻歴のない母又は父（以下「みなし寡婦（夫）」と
いう。）の場合 みなし寡婦（夫）であることが分か
る書類
第７条第３項から第６項までの規定中「母子家庭等」を
「ひとり親家庭等」に改める。
第８条第１項、第９条第１項、第10条第２項及び第11条
中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改める。
別表中「母子家庭等日常生活支援事業費用負担基準」を
「ひとり親家庭等日常生活支援事業費用負担基準」に改め、
「生活保護又は中国残留邦人等支援給付を受けている世
帯」を「生活保護世帯」に改め、同表備考に次の１項を加
える。
３ みなし寡婦（夫）については、寡婦（寡夫）控除が
適用されたものとみなして利用世帯を区分する。
別記第１号様式中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」
に改める。
別記第１号様式の次に次の１様式を加える。
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第１号様式の２（第７条関係）
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申請者と同一世帯に属する者の個人番号
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別記第５号様式から第７号様式までの規定中「母子家庭
等」を「ひとり親家庭等」に改める。

附 則
（施行期日）
１ この告示は、平成28年４月６日から施行し、この告示
による改正後の奈良市ひとり親家庭等日常生活支援事業
実施要綱の規定は、同年４月１日から適用する。
（経過措置）
２ この告示の施行の際、現にこの告示による改正前の奈
良市母子家庭等日常生活支援事業実施要綱の規定に基づ
き作成されている用紙は、当分の間、必要な調整をして
使用することができる。

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第249号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項
の認可をしたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成28年４月６日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 名称
西大寺新町一丁目自治会

２ 規約に定める目的

本会は、以下に掲げるような地域的な共同活動を行う
ことにより、良好な地域社会の維持及び形成に資するこ
とを目的とする。
１）会員相互の親睦と福祉増進
２）回覧板の回付等区域内の住民相互の連絡
３）防犯対策の樹立、防犯協議会並びに警察の行う防

犯活動への協力
４）美化・清掃等区域内の環境の整備
５）集会施設の維持管理

３ 区域
本会の区域は奈良市西大寺新町一丁目の全区域とする。
但し独自の自治会や管理組合を持つ大型集合住宅（西大
寺サンハイツ・ピアッツァコート西大寺）は含まない。
４ 事務所

本会の主たる事務所は、奈良市秋篠早月町１番27号に
置く。
５ 代表者の氏名及び住所

会長 永嶌 健次郎
奈良市西大寺新町一丁目７番５号

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職務
代行者の選任の有無
いずれもなし

７ 代理人の有無
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

別記第２号様式（表面）中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改め、同様式（裏面）中「母子家庭等日常生活支
援事業」を「ひとり親家庭等日常生活支援事業」に、
「

を
」

「

に、

」
「母子家庭等の」を「ひとり親家庭等の」に改める。
別記第３号様式中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改める。
別記第４号様式中「母子家庭等」を「ひとり親家庭等」に改め、
「

を

」
「

に改める。

」

２ 社会通念上必要と認められる事由（疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、出張、
学校等の公的行事への参加等）により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合

２ 社会通念上必要と認められる事由（疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、失踪、転勤、出張、出張、
学校等の公的行事への参加等）により、一時的に生活援助、保育サービスが必要な場合

３ 就業上の理由により帰宅時間が遅くなる（所定内労働時間の就業を除く。）など定期的に生活援助、保育サ
ービスが必要な場合

派遣等日時 備 考
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：

派遣等日時 備考 報酬予定額
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：
月 日 ： ～ ：

合 計 円



なし
８ 規約に定めた解散の事由
⑴ 本会は地方自治法第260条の20第２号から第５号ま
での規定により解散する。

⑵ 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４
分の３以上の承諾を得なければならない。

９ 認可年月日
平成28年４月５日

（平成28年４月６日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第250号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規
定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年４月７日

奈良市長 仲 川 元 庸

―55―

奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地
福井 考真

柔道整復 平成28年３月７日
真園鍼灸整骨院 奈良県奈良市大宮町二丁目５

－２－１F-B

（平成28年４月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第251号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年４月７日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺、近鉄学園前寺駅周辺、近鉄富雄駅周
辺及び近鉄菖蒲池駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年４月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第252号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）、同法第131条の規定に基づく配当計
算書（謄本）については、その送達を受けるべき者の住所
等が不明のため送達することができないので、地方税法（
昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により、

次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年４月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成28年４月７日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第253号
公有財産の売払いについて、次のとおり一般競争入札を
実施するので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）
第167条の６第１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市
規則第43号）第２条の規定により公告します。
平成28年４月７日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する公有財産物件

以下の物件を個別に入札に付し、売り払う。詳細は、
ヤフー株式会社がインターネットにて提供するインター
ネット公有財産売却システム（Yahoo!オークション 官
公庁オークション）による。

（自動車 ２件）

物件番号 物件名 初年度登録 排気量（Ｌ) 予定価格（円) 入札保証金（円)

車－１ ダイハツ ハイゼット（ダンプ) 平成７年 0.65 200,000 20,000

車－２ ダイハツ アトレーワゴン 平成14年２月 0.65 30,000 3,000

※「予定価格」とは最低売却価格であり、この金額以上の
入札額を有効とする。
以下省略

（平成28年４月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第254号
自動販売機設置に係る行政財産の貸付けについて、次の

とおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令（
昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167条の
６第１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号
）第２条の規定により公告します。
平成28年４月７日

奈良市長 仲 川 元 庸



⑴ 貸付面積は、自動販売機の放熱余地等の面積及び回
収ボックスの面積の合計です。

⑵ 落札者は、貸付期間中、継続的に自動販売機を設置
しなければなりません。

⑶ 貸付期間の更新は、行いません。
⑷ 最低貸付料を予定価格とします。
⑸ 最低貸付料は、５年間の貸付期間の総額であり、消
費税及び地方消費税を含まない額です。

⑹ 最低貸付料は、光熱水費等を除いた額です。
以下省略

（平成28年４月７日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第255号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項、同令第158条の２第１項、国民健康保険法（昭和33年
法律第192号）第80条の２、高齢者の医療の確保に関する
法律（昭和57年法律第80号）第114条、介護保険法（平成
９年法律第123号）第144条の２及び児童福祉法（昭和22年
法律第164号）第56条第４項、子ども・子育て支援法（平
成24年法律第65号）附則第６条第５項の規定により、次の

とおり徴収及び収納の事務を委託したので、地方自治法施
行令第158条第２項（同令第158条の２第６項により準用す
る場合を含む。）、国民健康保険法施行令（昭和33年政令第
362号）第29条の23第１項、高齢者の医療の確保に関する
法律施行令（平成19年政令第318号）第33条第１項、介護
保険法施行令（平成10年政令第412号）第45条の７第１項
及び児童福祉法施行令（昭和23年政令第74号）第44条の２
第１項、子ども・子育て支援法施行令（平成26年政令第
213号）附則第８条第１項の規定により告示します。
平成28年４月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

第１ 入札に付する事項
１ 件 名 自動販売機設置に係る行政財産の貸付
２ 貸付期間 平成28年６月１日から平成33年５月31日まで
３ 貸付物件 下表のとおり

物件番号 所在地 設置場所 貸付面積 設置台数 最低貸付料

⑰

中央体育館 １階ロビー 2.01㎡ 1

4,761,000円

鴻ノ池陸上競技場 自動販売機コーナー
（スタンド軒下半屋外） 1.79㎡ 1

中央第二体育館 玄関ホール内 1.33㎡ 1

青山コート 玄関横（屋外） 1.15㎡ 1

中央第二武道場 南側壁面出入り口横 1.33㎡ 1

都祁生涯スポーツセンター ホール内 1.33㎡ 1

西部公民館 ６階ベンダールーム 1.33㎡ 1

奈良市生涯学習センター １階エントランスロビー 1.24㎡ 1

三笠公民館 １階エントランスホール 1.26㎡ 1

⑱

中央体育館 １階ロビー 1.57㎡ 1

941,905円

中央体育館 １階ロビー 1.57㎡ 1

鴻ノ池陸上競技場 自動販売機コーナー
（スタンド軒下半屋外） 1.79㎡ 1

鴻ノ池球場 歩道橋出口横 1.79㎡ 1

伏見公民館あやめ池分館 湯沸室前 1.15㎡ 1

西部公民館 ６階ベンダールーム 1.33㎡ 1

富雄公民館 ２階ホール 1.24㎡ 1

とみの里地域ふれあい会館 湯沸・自販機コーナー 1.24㎡ 1



（平成28年４月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第256号
奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第21
号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけたの
で、同条例第３条第４項の規定により告示します。
平成28年４月８日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のとおり省略

（平成28年４月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第257号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により東登美ヶ丘四丁目地区自治会から告示した事
項の変更の届出がありましたので、同条第10項の規定によ
り次のとおり告示します。
平成28年４月８日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月１日

（平成28年４月８日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第258号
なら・まほろば景観まちづくり条例（平成２年奈良市条
例第12号）第14条第１項の規定により都市景観形成建築物
等の指定をしたので、同条第６項及びなら・まほろば景観
まちづくり条例施行規則（平成２年奈良市規則第21号）第
８条の規定により次のとおり告示します。
平成28年４月11日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

徴収及び
収納事務

市県民税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税・国民健康保険料（普通徴収分）・後期高齢者医療保
険料（普通徴収分）・介護保険料（普通徴収分）・保育料

受託者 東京都文京区本郷３丁目33－５
三菱ＵＦＪニコス株式会社 代表取締役社長 井上 治夫

提携コンビニ 東京都千代田区二番町８番地８号
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締役会長 鈴木 敏文

東京都品川区大崎一丁目11番２号ゲートシティ大崎イーストタワー
株式会社ローソン 代表取締役社長 玉塚 元一

東京都豊島区東池袋３丁目１番１号
株式会社ファミリーマート 代表取締役会長 上田 準二

愛知県稲沢市天池五反田町１番地
株式会社サークルＫサンクス 代表取締役社長 竹内 修一

東京都千代田区岩本町３丁目10番１号
山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島 延浩

千葉県千葉市美浜区中瀬１丁目５－１
ミニストップ株式会社 代表取締役社長 宮下 直行

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１
株式会社ポプラ 代表取締役社長 目黒 真司

神奈川県横浜市中区日本大通17番地
株式会社スリーエフ 代表取締役社長 中居 勝利

群馬県前橋市亀里町900番地
株式会社セーブオン 代表取締役 平田 実

東京都中央区日本橋１丁目１番１号
国分グローサーズチェーン株式会社 代表取締役 横山 敏貴

北海道札幌市中央区南９条西５丁目421番地
株式会社セイコーマート 代表取締役社長 丸谷 智保

東京都港区港南一丁目８番27号日新ビル12階
株式会社しんきん情報サービス 代表取締役社長 馬場 英一

委託期間 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

上平 敬二
奈良市東登美ヶ丘
四丁目15番18号

清水 武夫
奈良市東登美ヶ丘
四丁目18番23号



（平成28年４月11日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第259号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年４月11日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号
平成22年11月４日 奈良市指令都整開 第10Ａ－19号
平成23年３月８日 奈良市指令都整開

第10Ａ－19－１号
平成23年４月15日 奈良市指令都整開

第10Ａ－19－２号
平成27年11月９日 奈良市指令都整開

第10Ａ－19－３号
２ 検査済証の交付年月日及び番号
開発行為 平成28年４月11日 第1520号
公共施設 平成28年４月11日 第718号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市西大寺赤田町一丁目430番91、455番、457番16、
556番１、556番３、556番13、556番14、556番15、556番
16、556番17、556番18、556番19、556番20、556番21、
556番22、556番23、556番24、556番25、556番26、556番
27、556番28、556番31の一部、556番32、556番33、556
番34、556番40及び960番２並びに奈良市秋篠三和町二丁
目462番２の一部及び463番11の一部（第二工区分）
４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市西大寺赤田町一丁目７番１号
社会医療法人 平和会 理事長 永松 孝志

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路
奈良市西大寺赤田町一丁目556番１の一部、556番３
の一部、556番17の一部、556番18の一部、556番31の
一部、556番32、556番33及び556番34（第二工区分）

⑵ 防火水槽
奈良市西大寺赤田町一丁目556番１の一部（第二工
区分）

（平成28年４月11日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第260号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）、同法第131条の規定に基づく配当計
算書（謄本）については、その送達を受けるべき者の住所
等が不明のため送達することができないので、地方税法（

昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定により、
次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年４月11日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）、配当計算書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成28年４月11日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第261号
国税徴収法（昭和34年法律第147号）第54条の規定に基
づく差押調書（謄本）については、その送達を受けるべき
者の住所等が不明のため送達することができないので、地
方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規定
により、次のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室滞
納整理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出が
あればいつでも交付します。
平成28年４月11日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 送達をすべき文書

差押調書（謄本）
２ 送達を受けるべき者

省略
（平成28年４月11日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第262号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月12日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年４月12日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年４月12日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第263号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条第１項の規
定により医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の
規定により告示します。
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名 称 高畑の家

所 在 地 奈良市高畑町743番１、743番２

概 要 つし二階形式（桁行5.653ｍ 梁間11.681ｍ）



平成28年４月13日 奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
（木 曜 日）

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

エリシオン看護ステーション 奈良県奈良市石木町800 平成28年３月１日

ＰＡＬ訪問看護ステーション 奈良県奈良市北之庄西町二丁目８番14 平成28年３月１日

（平成28年４月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第264号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項
の規定において準用する同法第50条の２の規定により指定

介護機関から次のとおり変更した旨の届出がありましたの
で、同法第55条の３の規定により告示します。
平成28年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定介護機関
開設者 変更年月日

名称 所在地

旧 エリシオン介護ステー
ション奈良

奈良県奈良市鶴舞西町２－50 エス・バ
イエルマンション学園前107号室

医療法人良成会
エリシオンクリニック

平成28年３月１日
新 エリシオン介護ステー

ション奈良 奈良県奈良市石木町800 医療法人良成会
エリシオンクリニック

（平成28年４月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第265号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において準
用する同法第50条の２の規定により施術者から事業を廃止

した旨の届出がありましたので、同法第55条の３の規定に
より次のとおり告示します。
平成28年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地

小野 真裕子
はり・きゅう 平成28年２月29日

さとうはりきゅう整骨院 奈良県奈良市大宮町七丁目２番12号

（平成28年４月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第266号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年４月13日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地

佐藤 勝彦
はり・きゅう 平成28年３月１日

さとうはりきゅう整骨院 奈良県奈良市大宮町七丁目２番12号

（平成28年４月13日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第267号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年４月14日

３ 移動対象区域

近鉄奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ
京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年４月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第268号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第
137号）第６条第１項の規定により、一般廃棄物処理基本
計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び清掃に関する
条例（昭和48年奈良市条例第35号）第７条第１項の規定に
より、次のとおり告示します。
平成28年４月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（木 曜 日）



（平成28年４月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第269号
廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第
137号）第６条第１項の規定により、平成28年度の一般廃
棄物処理実施計画を定めたので、奈良市廃棄物の処理及び
清掃に関する条例（昭和48年奈良市条例第35号）第７条第
１項の規定により、次のとおり告示します。
平成28年４月14日

奈良市長 仲 川 元 庸
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（平成28年４月14日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第270号
平成28年奈良市告示第214号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
次のよう省略

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第271号
次のとおり電子入札による一般競争入札に付しますので、
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第
１項及び奈良市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第
２条の規定により公告します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
都南中学校給食室新築その他工事ほか８件（各工事の
工事件名、工事場所、工期、工事概要、予定価格、最低
制限基準価格及び最低制限モデル型算出価格は別表のと
おり）
以下省略

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第272号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により須川町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月１日

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第273号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により桜ヶ丘第一自治会から告示した事項の変更の
届出がありましたので、同条第10項の規定により次のとお
り告示します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
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平成28年９月１日
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変更事項 変 更 前 変 更 後

事 務 所 の
所 在 地

奈良市須川町
189番地

奈良市須川町
2062番地

代表者の氏名
及 び 住 所

寺田 重量
奈良市須川町
189番地

奥田 博
奈良市須川町
2062番地



１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月１日

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第274号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により若葉台二丁目自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次のと
おり告示します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月10日

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第275号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により和田町自治会から告示した事項の変更の届出
がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり告
示します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月１日

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第276号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により三条大宮町自治会から告示した事項の変更の
届出がありましたので、同条第10項の規定により次のとお
り告示します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年３月26日

（平成28年４月15日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第277号
平成25年度市・県民税第４期分、第４期分納期変更分、
平成26年度軽自動車税全期分納期変更分、固定資産税・都
市計画税第１期分納期変更分、第２期分、第３期分、第４
期分及び平成27年度市・県民税第３期分、第４期分、第４
期分納期変更分、軽自動車税全期分納期変更分、固定資産
税・都市計画税第１期分納期変更分、第２期分、第３期分、
第４期分の督促状を郵送したが、その送達を受けるべき者
の住所等が不明のため送達することができないので、地方
税法（昭和25年法律第226号）第20条の２及び奈良市税条
例（昭和46年奈良市条例第12号）第６条の規定により、次
のとおり公示送達します。
なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部税務室納
税課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申し出があ
ればいつでも交付します。
平成28年４月15日

奈良市長 仲 川 元 庸
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変更事項 変 更 前 変 更 後

事 務 所 の
所 在 地

奈良市都祁白石町
1304番地の46

奈良市都祁白石町
1304番地の47

代表者の氏名
及 び 住 所

安河内 倫晃
奈良市都祁白石町
1304番地の46

北田 勇
奈良市都祁白石町
1304番地の47

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

二階堂 孚
奈良市若葉台二丁目

９番７号

藤田 潔
奈良市若葉台二丁目

６番13号

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

大谷 正利
奈良市和田町
703番地

稲葉 富雄
奈良市和田町
111番地の１

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

三好 重孝
奈良市三条大宮町

３番17号

奥田 勝巳
奈良市三条大宮町

１番51号

１ この督促状の発送年月日及び納期限
調定年度及び税目 期 別 発送年月日 納期限

平成25年度市・県民税 第４期分 平成26年２月20日 平成26年２月28日
平成25年度市・県民税 第４期分納期変更分 平成26年３月20日 平成26年３月31日
平成26年度軽自動車税 全期分納期変更分 平成27年３月20日 平成27年３月31日
平成26年度固定資産税・都市計画税 第１期分納期変更分

平成26年７月18日 平成26年７月31日
平成26年度固定資産税・都市計画税 第２期分 平成26年８月20日 平成26年９月１日
平成26年度固定資産税・都市計画税 第３期分 平成26年12月19日 平成27年１月５日



２ この公示送達により変更した後の納期限
平成28年５月２日

３ 送達を受けるべき者
別紙のとおり

別紙省略
（平成28年４月15日掲示済）

―――――――――――――――――――

奈良市告示第278号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出がありま
したので、同法第55条の３の規定により次のとおり告示し
ます。
平成28年４月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

平成26年度固定資産税・都市計画税 第４期分 平成27年３月20日 平成27年３月31日
平成27年度市・県民税 第３期分 平成27年11月20日 平成27年11月30日
平成27年度市・県民税 第４期分 平成28年２月19日 平成28年２月29日
平成27年度市・県民税 第４期分納期変更分 平成28年３月18日 平成28年３月31日
平成27年度軽自動車税 全期分 平成27年６月19日 平成27年６月30日
平成27年度軽自動車税 全期分納期変更分 平成28年３月18日 平成28年３月31日
平成27年度固定資産税・都市計画税 第１期分納期変更分

平成27年６月19日 平成27年６月30日
平成27年度固定資産税・都市計画税 第２期分 平成27年８月20日 平成27年８月31日
平成27年度固定資産税・都市計画税 第３期分 平成27年12月18日 平成28年１月４日
平成27年度固定資産税・都市計画税 第４期分 平成28年３月18日 平成28年３月31日

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

上田乳腺クリニック 奈良県奈良市高天町48 森田ビル５階 平成28年２月29日

ココカラファインあやめ池薬局 奈良県奈良市あやめ池南六丁目８番39号 平成28年３月２日

（平成28年４月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第279号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定に
より告示します。
平成28年４月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

いのうえこどもファミリー歯科 奈良県奈良市二名三丁目1046番１ 平成28年３月１日

サン薬局 高の原店 奈良県奈良市右京四丁目14番地24 平成28年４月１日

（平成28年４月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第280号
生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第１項の規

定により施術者の指定をしましたので、同法第55条の３の
規定により次のとおり告示します。
平成28年４月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

指定施術者の氏名
施術の種類 指定年月日

施術所の名称 施術所の所在地
馬場崎 正晴

はり・きゅう 平成28年３月４日
快明治療院 奈良県奈良市三条添川町７番13号

シティパレス21三条大宮Ｐ－２ 102号

（平成28年４月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第281号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により五条西二丁目第一自治会から告示した事項の
変更の届出がありましたので、同条第10項の規定により次
のとおり告示します。
平成28年４月18日

奈良市長 仲 川 元 庸

１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月３日

（平成28年４月18日掲示済）

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

川崎 眞弘
奈良市五条西二丁目

３番12号

服部 秀一
奈良市五条西二丁目

17番19号



―――――――――――――――――――
奈良市告示第282号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定によりこぶしが丘自治会から告示した事項の変更の
届出がありましたので、同条第10項の規定により次のとお
り告示します。
平成28年４月18日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

２ 変更の年月日
平成28年４月３日

（平成28年４月18日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第283号
地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定により、次のとおり徴収の事務を委託したので、
同条第２項の規定により告示します。
平成28年４月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 受託者・徴収事務

２ 委託の期間
平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

（平成28年４月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第284号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年４月17日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成28年４月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第285号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月19日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年４月19日
３ 移動対象区域

ＪＲ奈良駅周辺、近鉄学園前駅周辺及び近鉄富雄駅周
辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年４月19日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第286号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備
部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年４月20日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成27年11月25日 奈良市指令整開 第15Ａ－28号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成28年４月20日 第1521号
公共施設 平成28年４月20日 第719号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市押熊町211番２、211番49、217番２及び224番４

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市押熊町180番地
株式会社ソニック 代表取締役 小林 訓子

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市押熊町211番２の一部、211番49の一部、217
番２の一部及び224番４の一部
⑵ 下水道

奈良市押熊町211番２の一部
（平成28年４月20日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第287号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月21日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
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平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

定森 泰男
奈良市都祁こぶしが
丘3906番地の10

山田 伸一
奈良市都祁こぶしが
丘3535番地の84

受 託 者 徴収事務

奈良市大安寺三丁目10番21号
株式会社 奈良市清美公社
代表取締役 葛原 克巳

し尿の収集運搬に係る
一般廃棄物処理手数料



自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日
平成28年４月21日

３ 移動対象区域
近鉄奈良駅周辺及び近鉄新大宮駅周辺自転車等放置禁
止区域
以下省略

（平成28年４月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第288号
公募型プロポーザル方式により受託者を選定するので、
次のとおり告示する。
平成28年４月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 業務の概要
⑴ 業務の名称
奈良市生活困窮者等自立支援事業

⑵ 業務の内容
①生活困窮者自立相談支援事業
②生活困窮者就労準備支援事業
③被保護者就労支援事業
④被保護者就労準備支援事業

⑶ 業務履行期間
平成28年７月１日～平成31年３月31日

⑷ 事業費の上限（４事業の総事業費の上限）
平成28年度 43,125千円

（消費税及び地方消費税を含む）
平成29年度 57,500千円

（消費税及び地方消費税を含む）
平成30年度 57,500千円

（消費税及び地方消費税を含む）
ただし、この契約の締結日の属する年度の翌年度以

降において、この契約に係る減額又は削除があったと
きは、契約を変更し、又は解除することができるもの
とする。

以下省略
（平成28年４月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第289号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由
自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２ 移動年月日
平成28年４月25日

３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄大和西大寺駅周辺及び近鉄西ノ

京駅周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年４月25日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第290号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により神殿栄町自治会から告示した事項の変更の届
出がありましたので、同条第10項の規定により次のとおり
告示します。
平成28年４月25日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 変更があった事項及びその内容

（代表者の重任）
２ 変更の年月日

平成28年４月１日
（平成28年４月25日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第291号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年４月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 物 件 名 奈良市公用自動車賃貸借
⑵ 詳 細 別紙仕様書のとおり
⑶ 納入場所 奈良市保健所・教育総合センター

奈良市三条本町13番１号
⑷ 納入期限 平成28年７月１日
⑸ 担 当 課 保健所・教育総合センター管理課

電話 0742－34－2303
以下省略

（平成28年４月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第292号
奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈良
市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止区域
内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、保管し
たので、同条例第10条第１項の規定により告示します。
平成28年４月26日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 移動理由

自転車等放置禁止区域に放置されていたため。
２ 移動年月日

平成28年４月26日
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奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）

変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

立石 篤男
奈良市神殿町
265番地

立石 篤男
奈良市神殿町
265番地



３ 移動対象区域
ＪＲ奈良駅周辺、近鉄新大宮駅周辺及び近鉄高の原駅
周辺自転車等放置禁止区域
以下省略

（平成28年４月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第293号

身体障害者福祉法（昭和24年法律第283号）第15条第１
項に規定する医師として次のとおり指定したので、奈良市
身体障害者福祉法施行細則（昭和62年奈良市規則第29号）
第３条の規定により告示します。
平成28年４月26日

奈良市長 仲 川 元 庸

―94―

平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

指定日 医師の氏名 医療機関の名称 医療機関の所在地 診療科目
（障害名）

平成28年
４月22日 河本 庄平 医療法人社団

河本眼科 奈良市富雄北１－３－２ 眼科
（視覚障害）

平成28年
4月22日 石﨑 英介 医療法人 俊英会

石﨑眼科医院 奈良市小西町21番地の２ 眼科
（視覚障害）

（平成28年４月26日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第294号
次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施
行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び奈良
市契約規則（昭和40年奈良市規則第43号）第２条の規定に
より公告します。
平成28年４月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 入札に付する事項
⑴ 事業名称
一条高等学校プログラミングクラブ向け環境の賃貸
借

⑵ 調達する機器
プログラミング環境機器及びソフトウェア 一式

⑶ 機器等の設計設定作業
プログラミング環境機器及びアプリ開発環境、アプ
リ配信用Webサーバー、調達機器のネットワーク接
続の設計及び設定等

⑷ 機器等の設置作業
機器等の設置作業（配線・ネットワーク接続作業含
む）、機器設置後の動作確認

⑸ 導入支援
⑹ 保守・サポート
機器等の保守及びサポート

⑺ 納入条件
成果物作成等

⑻ 保険
⑼ その他
以下省略

（平成28年４月27日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市告示第295号
都市計画法（昭和43年法律第100号）第36条第３項の規
定により、開発行為に関する工事が完了したことを次のと
おり公告します。
なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整備

部開発指導課において一般の閲覧に供します。
平成28年４月27日

奈良市長 仲 川 元 庸
１ 許可の年月日及び番号

平成27年12月24日 奈良市指令都整開 第15Ａ－41号
平成28年３月29日 奈良市指令都整開

第15Ａ－41－１号
平成28年４月26日 奈良市指令都整開

第15Ａ－41－２号
２ 検査済証の交付年月日及び番号

開発行為 平成28年４月27日 第1522号
公共施設 平成28年４月27日 第720号

３ 開発区域に含まれる地域
奈良市神殿町282番３、283番１及び286番

４ 開発許可を受けた者の住所及び氏名
大阪府寝屋川市豊里町42番６号
山形 強志

５ 公共施設の種類、位置及び区域
⑴ 道路

奈良市神殿町282番３の一部、283番１の一部及び
286番の一部
⑵ 下水道

奈良市神殿町282番３の一部、283番１の一部及び
286番の一部
⑶ 公園

奈良市神殿町286番の一部
⑷ 調整池

奈良市神殿町286番の一部
（平成28年４月27日掲示済）

―――――――――――――――――――
奈良市告示第296号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により秋篠町梅ヶ丘自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次のと
おり告示します。
平成28年４月28日

奈良市長 仲 川 元 庸



１ 代表者の変更

２ 変更の年月日
平成28年４月３日

（平成28年４月28日掲示済）

監 査
奈良市監査委員告示第９号
地方自治法（昭和22年法律第67号）第199条第12項の規
定により、監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知が
あったので、次のとおり公表します。
平成28年４月28日

奈良市監査委員 中 村 勝三郎
同 中 本 勝
同 横 井 雄 一
同 山 口 裕 司

学校教育課
監査結果公表日 平成27年12月25日

（奈良市監査委員告示第20号）
措置結果通知日 平成28年４月６日

（平成28年４月28日掲示済）

公 営 企 業
奈良市企業局告示第30号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の
規定に基づき、宿日直窓口収納業務を次のとおり委託した
ので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号)第26
条の４第１項の規定に基づき告示します。
平成28年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

宿日直窓口収納業務を委託する者
奈良市芝辻町四丁目６－２
南都ビルサービス株式会社
代表取締役 田畑 晴敏
（委託期間） 平成28年４月１日～平成28年５月31日
（委託場所） 奈良市法華寺町264番地１ 奈良市企業局

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第31号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２及
び地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第158条第１
項の規定に基づき、次のとおり収納の事務を委託したので、
地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号)第26条の４
第１項及び地方自治法施行令第158条第２項の規定に基づ
き告示します。
平成28年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修
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変更事項 変 更 前 変 更 後

代表者の氏名
及 び 住 所

大浦 清
奈良市秋篠町
575番地の12

吉川 道康
奈良市秋篠町
573番地の15

【監査の結果】 【措置の内容】

「近畿中学校総合体育大
会派遣補助金」の補助対象
経費であるバスケットボー
ルの交通費については、当
該競技日程（大和郡山市開
催分）が１日だけであるに
もかかわらず、２日間とし
て算出され、当該補助金の
交付決定金額としていた。
適正な事務処理を行われた
い。

補助対象団体より近畿中
学校総合体育大会終了後に
提出された、補助金等実績
報告書のバスケットボール
競技決算書を確認し、１日
のみの交通費にて補助金を
確定し、平成28年３月４日
に交付しました。

収納事務 水道料金及び下水道使用料

受託者 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番34号
株式会社ココストア 代表取締役 中平 義人

東京都中央区日本橋一丁目１番１号
国分グローサーズチェーン株式会社 代表取締役 横山 敏貴

愛知県稲沢市天池五反田町１番地
株式会社サークルＫサンクス 代表取締役社長 竹内 修一

神奈川県横浜市中区日本大通17番地
株式会社スリーエフ 代表取締役社長 中居 勝利

北海道札幌市中央区南９条西５丁目421番地
株式会社セイコーマート 代表取締役社長 丸谷 智保

東京都千代田区二番町８番地８
株式会社セブン－イレブン・ジャパン 代表取締役社長 井阪 隆一

東京都千代田区岩本町三丁目10番１号
山崎製パン株式会社 代表取締役社長 飯島 延浩



（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第32号
地方公営企業法（昭和27年法律第292号）第33条の２の
規定に基づき、水道メータの計量業務を次のとおり委託し
たので、地方公営企業法施行令（昭和27年政令第403号）
第26条の４第１項の規定に基づき告示します。
平成28年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

水道メータの計量業務を委託する者
大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９番12号 空研ビル
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 関西支店
支店長 中村 利昭

（委託期間） 平成28年４月１日～平成32年３月31日
（委託区域） 奈良市内全域

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第33号

公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下水
道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次のと
おり公示します。
その関係図書は、平成28年４月１日から２週間、奈良市
企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供しま
す。
平成28年４月１日

奈良市公営企業管理者
池 田 修

１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日
平成28年４月15日

２－１ 公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域
奈良市富雄北一丁目、鳥見町二丁目、藤ノ木台二丁目、
中町及び窪之庄町、田中町の各一部
２－２ 公共汚水桝設置申請のうち、供用を開始する箇所

奈良市三碓七丁目95番１、三碓七丁目956番１、中町
452番４、五条西一丁目1202番484、法華寺町328番３、
328番５、328番６、328番７、328番８、328番９、328番
10、329番５
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東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
株式会社ファミリーマート 代表取締役会長 中山 勇

広島県広島市安佐北区安佐町大字久地665番地の１
株式会社ポプラ 代表取締役社長 目黒 真司

東京都千代田区神田錦町一丁目１番地
ミニストップ株式会社 代表取締役社長 宮下 直行

東京都品川区大崎一丁目11番２号
株式会社ローソン 代表取締役会長 玉塚 元一

委託期間 平成28年４月１日から平成29年３月31日まで

収納事務 水道料金、下水道使用料及び手数料等

受託者 大阪府大阪市淀川区西中島三丁目９番12号 空研ビル
ヴェオリア・ジェネッツ株式会社 関西支店 支店長 中村 利昭

委託期間 平成28年４月１日から平成32年３月31日まで

３ 供用を開始する排水施設の位置

管渠番号 起 点 終 点 備考

富雄元町第２幹線－30 奈良市富雄北一丁目2716番７ 奈良市富雄北一丁目2716番６ ①

鳥見第３幹線－16 奈良市鳥見町二丁目35番 奈良市鳥見町二丁目１番４ ②

杣川幹線－51 奈良市藤ノ木台二丁目508番４ 奈良市藤ノ木台二丁目475番１ ③

中町幹線－１ 奈良市中町455番２ 奈良市中町451番１ ④

帯解幹線－231 奈良市窪之庄町721番 奈良市田中町630番１ ⑤

４ 供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式

５ 終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地 奈良県浄化センター

（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第34号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈

良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定により奈
良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、同規
程第10条の規定により次のとおり公示します。
平成28年４月21日

奈良市公営企業管理者
池 田 修



（平成28年４月26日掲示済）

消 防
奈良市消防局長訓令甲第５号

全 職 員
奈良市警防活動規程を次のように定める。
平成28年４月１日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師
奈良市警防活動規程

奈良市警防活動規程（昭和58年奈良市消防長訓令甲第15
号）の全部を改正する。
目次
第１章 総則（第１条・第２条）
第２章 指令課（第３条）
第３章 消防隊の編成（第４条―第８条）
第４章 出動（第９条―第14条）
第５章 災害現場の活動
第１節 通則（第15条―第21条）
第２節 火災現場の活動（第22条―第26条）
第３節 救助事故現場の活動（第27条―第31条）

第６章 報告（第32条）
第７章 特別警備計画（第33条・第34条）
第８章 非常災害警備計画（第35条―第38条）
第９章 非常招集（第39条―第45条）
第10章 警防訓練（第46条―第50条）
第11章 雑則（第51条―第54条）
附則
第１章 総則

（趣旨）
第１条 この規程は、別に定めがあるもののほか、奈良市
消防の警防活動について必要な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 警防活動 火災その他の災害又は事故が発生した場
合の被害を最少限度にとどめるために行う活動及びこ

れに備える態勢をいう。
⑵ 消防隊 指揮支援隊、高度救助隊、特別救助隊、消
防小隊、救助小隊、救急小隊及び特設小隊をいう。
⑶ 特別消防対象物 消防上特別の警備を必要とする次
に掲げる消防対象物をいう。
ア 正倉院
イ 文化財（建造物に限る。）及び文化財を収蔵する
建造物のうち消防局長（以下「局長」という。）が
指定したもの
ウ 消防法施行令（昭和36年政令第37号）別表第１に
定める防火対象物（同表⒄項から⒇項までに定める
ものを除く。）のうち局長が指定したもの

エ 消防法（昭和23年法律第186号。以下「法」とい
う。）第２条第７項に定める危険物の指定数量の50
倍以上を貯蔵し、又は取り扱う製造所、貯蔵所及び
取扱所

⑷ 救助事故 水火災、地震及び交通事故、産業事故そ
の他不慮の災害又は事故で人命若しくは身体の救出を
必要とするものをいう。
⑸ 救急事故 法第２条第９項に規定する救急業務の対
象となる事故をいう。
⑹ 非常災害 大火災、地震、洪水、台風その他の災害
による非常事態が発生し、特別の警戒防御を必要とす
るものをいう。
第２章 指令課

（指令課）
第３条 警防活動に関する通信は、指令課において統括す
る。
２ 指令課においては、消防隊の出動及び配置転換指令、
水利の統制、情報の連絡その他の業務を行う。
３ 消防通信の運用について必要な事項は、別に定める。

第３章 消防隊の編成
（消防隊等の編成基準）
第４条 消防小隊、救助小隊及び救急小隊は、次に掲げる
基準により編成する。ただし、状況によりこの基準によ
らないことがある。
⑴ 小隊長及び所要の隊員並びに所定の装備をした消防
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名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社ミヨシテック 代表取締役
永谷 顕 大阪府寝屋川市池田中町20番16号 平成28年４月12日

名 称 代表者氏名 所 在 地 指 定 日

株式会社ハウスサービス
大和

代表取締役
岡本 義一 奈良市法華寺町1080番地 平成28年４月20日

（平成28年４月21日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市企業局告示第35号
奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年奈
良市水道局管理規程第７号）第７条の規定により奈良市企
業局指定給水装置工事事業者から給水装置工事の事業の廃

止の届出があったので、同規程第10条の規定により次のと
おり公示します。
平成28年４月26日

奈良市公営企業管理者
池 田 修



自動車（救急小隊にあっては救急自動車）をもって編
成し、小隊長には消防司令補をもって充てる。小隊長
が不在のとき、又は小隊長に事故があるときは、あら
かじめ局長が指名する副小隊長がその職務を代行する。

⑵ 小隊は、消防車両、装備及び隊員をもって編成し、
小隊長には消防司令補をもって充てる。

⑶ 中隊は、消防署等に設けた小隊をもって編成し、中
隊長には消防司令をもって充てる。

⑷ 大隊は、全部隊をもって編成し、大隊長には消防司
令長以上の幹部をもって充てる。

（指揮支援隊の編成）
第５条 指揮支援隊は、所定の装備を積載する車両等及び
指揮支援隊の隊員をもって編成する。
２ 指揮支援隊の編成及び装備等にあっては、別に定める。
（高度救助隊の編成）
第６条 高度救助隊は、特別の救助器具とそれを積載する
車両等（救助工作車）及び南消防署の特別救助隊員を
もって編成する。
２ 高度救助隊の編成及び装備等にあっては、別に定める。
（特別救助隊の編成）
第７条 特別救助隊は、特別の救助器具とそれを積載する
車両等（救助工作車）及び中央消防署の特別救助隊員を
もって編成する。
２ 特別救助隊の編成及び装備等にあっては、別に定める。
（特設小隊の編成）
第８条 特設小隊は、次に掲げる場合に、消防局（以下「
局」という。）又は消防署（以下「署」という。）の職員
のうちから、あらかじめ局長又は消防署長（以下「署長
」という。）が指名した者をもって、第４条に準じて編
成するものとする。
⑴ 平常時の警備に支障があり、特に必要がある場合
⑵ 非常災害又は後発火災の発生のため特に必要がある
場合

⑶ 火災警戒区域又は消防警戒区域の設定について特に
必要がある場合
第４章 出動

（出動の原則）
第９条 出動は出動指令により、配置転換は配置転換指令
によりそれぞれ行うことを原則とする。ただし、緊急の
場合で出動指令を待つ時間的余裕のないときは、この限
りでない。
（出動体制の設定）
第10条 本市の区域を分割して出動地域を別表第１のとお
り定める。
２ 火災等の態様に応じて出動区分を別表第２のとおり定
める。
３ 第１項に定める出動地域に対する消防隊の出動及び配
置転換は、別に定める出動計画により行う。
４ 第２項に定める火災等の態様は、別に定める。
５ 指揮支援隊の出動区分の運用は、別に定めるものとす
る。

（消防隊の出動）
第11条 消防隊は、前条第３項に定めるところにより出動
するほか、災害の状況に応じて、その都度指令する隊が
出動する。
（応援出動）
第12条 消防隊の本市の区域外への応援出動は、消防相互
応援協定等の定めるところによるほか、局長の指示によ
るものとする。
（残留消防隊）
第13条 局長は、本市の区域内の火災に全消防隊の出動を
要する場合においても、後発火災の現場活動、通信連絡
その他に遺憾のないよう最小限度の消防隊の残留を予定
しておくものとする。
（後発火災）
第14条 第２次火災等の後発火災を覚知したときは、第10
条の規定にかかわらず、残留消防隊の出動を指令すると
ともに、当該火災の場所及び状況を第１次火災現場の最
高指揮者に急報しなければならない。
２ 前項の通報を受けた最高指揮者は、第１次火災の状況
を判断した上、消防小隊の全部又は一部に対し、速やか
に後発火災の現場へ再出動するよう指令するものとする。

第５章 災害現場の活動
第１節 通則

（指揮の基準）
第15条 災害現場における最高指揮者は、次の基準による
ものとする。
⑴ 第１出動の災害現場にあっては、当該区域を管轄す
る署（以下「所轄署」という。）の中隊長又は小隊長
とする。ただし、第１出動に至らない場合で、中隊長
及び小隊長がいないときは、先着の副小隊長とする。
⑵ 第２出動の災害現場にあっては、所轄署の大隊長又
は中隊長とする。ただし、火災の状況等により特に必
要と認めるときは、消防危機統制監又は災害対策室長
とする。
⑶ 第３出動の災害現場にあっては、副局長とする。
２ 災害が同時に多発したとき又はその他の事由により、
前項の指揮者が災害現場に出動していないときは、当該
災害現場にいる最上級指揮者が指揮する。ただし、同級
指揮者が２名以上いるときは、先着の指揮者とする。
３ 第１項（第３号を除く。）に定める指揮者が指揮する
災害現場に上級指揮者が出動し、災害の状況等から判断
して特に必要と認めるときは、その者が当該現場の最高
指揮者とならなければならない。
４ 災害現場に消防課長が出動した場合は、当該災害現場
における最高指揮者と連絡を密にし、現場活動全般につ
いて指導、助言又は協力を行い、現場活動の円滑適正化
を図らなければならない。
（最高指揮者の担当範囲）
第16条 最高指揮者は、災害現場における災害の状況等に
応じて、下級指揮者の指揮担当範囲を定めるものとする。
（指揮命令の取扱い）
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第17条 災害現場における活動は、原則として直属指揮者
の命令により行う。ただし、前条に定めるところにより
指揮担当範囲内の指揮を命ぜられた者が指揮を行う場合
は、当該指揮者の指揮命令によるものとする。
２ 前項に定めるもののほか、直近の直属指揮者以外の上
級指揮者の指揮命令があったときは、努めて自隊の活動
目的等を伝達し、これに従うものとする。
３ 災害現場の部分的な活動に限り、上級の消防吏員から
当該現場の状況変化等に即応させるための指揮命令が
あったときは、前項に準ずるものとする。
（現場指揮本部の設置等）
第18条 最高指揮者は、災害の状況により、必要があると
認めるときは、警防活動を統括するため現場指揮本部を
設置する。
２ 現場指揮本部には、その所在を表示する標識（別に定
める標旗又は標示灯をいう。）を掲げる。

３ 現場指揮本部において行う最高指揮者の任務は、おお
むね次のとおりとする。
⑴ 災害状況及び活動状況の把握
⑵ 活動方針の決定
⑶ 活動の全般指揮
⑷ 無線電話等による指令課及び消防隊との情報連絡
⑸ 消防団、警察機関、市企業局、電力会社及びガス会
社等関係のある者に対する連絡又は指導

⑹ 報道関係者等に対する広報
⑺ 必要資器材の確保
⑻ 消防隊の増強及び削減の決定
⑼ 危害防止措置
⑽ 再燃防止措置
⑾ その他必要な事項
（活動妨害等に対する措置）
第19条 消防吏員は、災害現場にある市民等が消防活動の
妨害となり、若しくは妨害となるおそれのあるとき、又
は現場の状況が危険であると認めるときは、当該現場か
ら退去させるなどの措置をとらなければならない。
（活動に対する市民等の協力）
第20条 消防吏員は、災害現場にある市民等を消防作業に
協力させる場合は、延焼拡大による危険が著しいとき、
又は人命救助の必要性が急迫しているときで、当該市民
等の協力によらなければその危険を排除又は人命救助が
できないときに限るものとする。
（資器材の調達等）
第21条 最高指揮者は、災害が長時間にわたる場合又は災
害の状況により、資器材、食糧の調達及び補給のため必
要な措置を講じなければならない。

第２節 火災現場の活動
（指揮支援隊の活動）
第22条 指揮支援隊は、火災現場において特に次に掲げる
事項を配慮して活動しなければならない。
⑴ 最高指揮者の指揮支援
⑵ 消防隊の活動状況の収集

⑶ 活動方針に関する具申
⑷ 安全管理及び現場広報
⑸ 最高指揮者の特命事項の遂行
２ 指揮支援隊の活動要領等については、別に定める。
（消防小隊の活動）
第23条 消防小隊は、火災現場において特に次に掲げる事
項を配慮して活動しなければならない。
⑴ 人命の救助及び避難誘導
⑵ 他の消防隊との連携
⑶ 無線電話の活用
⑷ 水損の防止
⑸ 消防警戒区域の設定
⑹ 飛火警戒の対策
⑺ 残火整理の徹底
⑻ 現場保存
（高度救助隊等の活動）
第24条 高度救助隊及び特別救助隊並びに救助小隊は、火
災現場において人命の救助、避難誘導及び要救助者の救
出に重点をおいて活動するとともに、必要がある場合は、
消火活動を行わなければならない。
２ 前項の活動を行うに当たり、特に次に掲げる事項につ
いて配慮しなければならない。
⑴ 人命検索の徹底
⑵ 要救助者の発見及び救出
⑶ 救助器具の活用
⑷ 財産の保護
⑸ 他の消防隊との連携
（救急小隊の活動）
第25条 救急小隊は、火災現場において特に次に掲げる事
項を配慮して活動しなければならない。
⑴ 他の消防隊との連携
⑵ 直ちに搬送できる態勢の確保
⑶ 自隊の所在等の報告及び連絡
⑷ 救急資器材の活用
（特設小隊の活動）
第26条 特設小隊は、火災現場において出動小隊等との連
携及び支援並びに消防警戒区域の確保に努めるほか、最
高指揮者の指示により活動しなければならない。

第３節 救助事故現場の活動
（指揮支援隊の活動）
第27条 指揮支援隊は、救助事故現場において第22条の規
定に準じて活動しなければならない。
（高度救助隊等の活動）
第28条 高度救助隊及び特別救助隊並びに救助小隊は、救
助事故現場において第24条第２項の規定に準じて活動を
行わなければならない。
（救急小隊の活動）
第29条 救急小隊は、救助事故現場において第25条の規定
に準じて活動を行わなければならない。
（消防小隊の活動）
第30条 消防小隊は、救助事故現場において積載資器材等
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の装備を活用して救助作業を行うとともに、他の消防隊
との連携を密にし、一体的な活動を行わなければならな
い。
（特設小隊の活動）
第31条 特設小隊は、救助事故現場において第26条の規定
に準じて活動を行わなければならない。
第６章 報告

（災害現場の活動報告）
第32条 災害現場活動を行った中隊長、小隊長又は副小隊
長は、その活動種別に応じて隊活動記録書（別記第１号
様式）等を作成し、所属長に提出しなければならない。
ただし、他の所属管内に出動した時は、管轄する署長に
対しても提出しなければならない。
２ 前項により提出を受けた署長は、当該記録書に基づき、
災害出動報告書（別記第２号様式）等を作成しなければ
ならない。
３ 署長は、前項により作成した災害出動報告書（別記第
２号様式）のうち、次に掲げる事項については、速やか
に局長に報告しなければならない。
⑴ 死傷者を伴うもの
⑵ 建物焼損延べ1,000平方メートル以上と推定される
もの

⑶ 新聞等の報道に大きく取り上げられる可能性等社会
的に影響度が高いもの

⑷ 職員、団員及び関係者等の人身事故を伴うもの
⑸ その他特に局長が必要と認めるもの
第７章 特別警備計画

（特別警備計画）
第33条 特別警備計画は、次の２種に区分する。
⑴ 特別消防対象物警備計画 特別消防対象物に対する
消防隊等の活動を統制して効率的な消火活動、人命救
助活動及び救急活動を図るため、出動、指揮及び活動
等の運用について定める計画

⑵ 消防危険地域警備計画 消防危険地域に対する消防
隊等の活動を統制して、効率的な消火活動、人命救助
活動及び救急活動を図るため、出動、指揮及び活動等
の運用について定める計画

（特別警備計画の樹立及び運用）
第34条 署長は、管轄区域内（以下「管内」という。）の
特別警備計画を樹立し、その適正な運用を期さなければ
ならない。
２ 特別警備計画を樹立し又は変更するときは、局長の承
認を得るものとする。
３ 署長は、前項により承認を得た特別警備計画の写しを、
他の署長へ送付しなければならない。
第８章 非常災害警備計画

（非常災害警備計画の種別）
第35条 非常災害警備計画は、次の４種に区分する。
⑴ 大火災警備計画
⑵ 救助、救急警備計画
⑶ 地震警備計画

⑷ 風水害警備計画
（非常災害警備計画の樹立）
第36条 署長は、非常災害に対する防御、救急活動の円滑、
適正を図るため、非常災害警備計画を樹立しなければな
らない。
２ 非常災害警備計画を樹立し、又は変更するときは、局
長の承認を得るものとする。
（非常災害警備の実施）
第37条 非常災害が発生し、又は発生するおそれがある場
合は、非常災害警備を実施するものとし、当該警備の実
施及び解除は、局長が発令する。
２ 署長は、管内に非常災害が発生し、非常災害警備の実
施の発令を待つ時間的余裕のないときは、直ちに当該警
備を実施するとともに、その状況を局長に即報しなけれ
ばならない。
（非常災害警備本部の設置）
第38条 局長は、非常災害警備を行うため必要ある場合は、
警備本部を局に設置する。ただし、必要に応じ、その場
所を変更することがある。
２ 前項の警備本部の名称は、警備種別名を冠して呼称す
る。
３ 警備本部の編成及び業務分担は、おおむね別表第３の
とおりとする。

第９章 非常招集
（非常招集の種別）
第39条 非常招集（以下「招集」という。）は、次の３種
に区分する。
⑴ 全員招集 消防職員（以下「職員」という。）の全
員の招集
⑵ 半数招集 職員の半数の招集
⑶ 一部招集 職員のうち必要な人員の招集
（適用除外職員）
第40条 招集は、次に掲げる職員には適用しない。
⑴ 休職中又は停職中の職員
⑵ 傷病により療養中の職員
⑶ 国外又は県外へ出張又は旅行中の職員（参集可能な
職員を除く。）

⑷ 前３号に掲げるもののほか、所属長が認めた職員
（発令）
第41条 局長は、災害の警備を行うに当たって緊急に消防
力を増強する必要があると認めたとき、又は災害の状況
により残留車両による出動体制を確保する必要があると
きは、職員の招集を発令するものとする。
２ 前項の規定にかかわらず、課長又は署長（以下「所属
長」という。）は、災害が発生し、又は発生のおそれが
ある場合で事態が急迫しているときは、局長による招集
の例に準じて所属職員を招集することができる。この場
合においては、所属長は、直ちに局長に報告しなければ
ならない。
（発令の伝達）
第42条 所属長は、招集が発令された場合（前条第２項の
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規定による場合を含む。）は、所属職員に対し電話その
他の方法をもって速やかに招集の発令を伝達しなければ
ならない。
（参集）
第43条 職員は、招集の発令を受けたときは速やかに所属
の課又は署（参集場所が指定されたときは、当該場所）
に参集し、所属長にその旨を報告しなければならない。
２ 職員は、招集の発令を受けたときに災害その他の事情
のため指定の場所に到着し難いときは、最寄りの署所に
参集するものとする。
３ 職員は、非常災害が発生するおそれのあるとき又は発
生を覚知したときは、招集の発令を待つことなく、努め
て参集するものとする。
（参集状況の報告）
第44条 所属長は、招集の発令後30分（通信途絶の場合は、
１時間）ごとに部隊編成表及び動員状況報告書（別記第
３号様式）を局長に提出しなければならない。
２ 所属長は、事後速やかに非常招集報告書（別記第４号
様式）を局長に提出しなければならない。
（非常招集計画の樹立及び訓練の実施）
第45条 所属長は、この章の定めるところに従いあらかじ
め所属職員の非常招集計画を樹立しておかなければなら
ない。
２ 所属長は、非常招集計画を樹立したときその他特に招
集の迅速適確を図るため必要があると認めるときは、招
集の訓練を行うことができる。この場合において、所属
長は、当該訓練を行う３日前までに局長の承認を得なけ
ればならない。
第10章 警防訓練

（警防訓練）
第46条 警防訓練は、次に定めるところにより行わなけれ
ばならない。
⑴ 特別訓練 局長が実施計画を樹立して行うもの
⑵ 通常訓練 署長が実施計画を樹立して行うもの
（警防訓練の種別）
第47条 前条の警防訓練は、業務別に次の３種とする。
⑴ 消防訓練 火災防御についての訓練
⑵ 救助訓練 救助活動についての訓練
⑶ 水防訓練 水災防御についての訓練
（訓練の実施）
第48条 警防訓練の実施区分及び実施方法は、次に定める
ところによる。
⑴ 実施区分
ア 個別訓練 警防活動の基礎となる体力の練成、動
作及び資器材の操作の習熟等を行う訓練

イ 小隊訓練 部隊活動の基礎となる小隊の団結力、
規律、士気及び協同動作を向上させるために行う訓
練

ウ 総合訓練 部隊活動の円滑適正を図るために行う
訓練

⑵ 実施方法

ア 基本訓練 消防操法等あらかじめ定められた操作
要領に基づく訓練
イ 計画訓練 水火災等を想定し消火活動、人命救助
活動についての概括的な活動要領を示して行う訓練
ウ 随意訓練 訓練を実施する者又は訓練の指導を行
おうとする者が、その目的に応じ随意に行う訓練

２ 署長は、管内の災害要因の予測に基づき火災等を想定
して行う現地運用訓練（実際に消防隊等を運用して行う
訓練をいう。）又は図上運用訓練（図上により消防隊等
を運用して行う訓練をいう。）により計画的に小隊訓練
及び総合訓練を行うよう配慮しなければならない。
３ 署長は、前項の現地運用訓練を行うときは、局長に報
告するとともに、関係署長に連絡するものとする。
（合同訓練）
第49条 署長は、管内において自衛消防隊等を有する事業
所又は警防対策上特に必要と認める区域（以下「事業所
等」という。）があるときは、消防隊等と事業所等とが
有機的な防御活動を行うため、他の関係機関を含め、合
同して訓練を実施するものとする。
２ 前項の訓練の実施に関し必要な事項は別に定める。
（警防訓練結果報告）
第50条 特別訓練又は通常訓練を実施したときは、特別訓
練にあっては消防課長が、通常訓練にあっては署長が訓
練結果報告書を作成し、局長に提出しなければならない。
２ 署長は、前項の訓練結果報告を有効に活用しなければ
ならない。

第11章 雑則
（即報事項）
第51条 所属長は、災害現場活動等において次に掲げる事
項が発生したときは、電話その他の方法により局長に即
報しなければならない。
⑴ 交通事故を起こしたとき。
⑵ 隊員が死傷したとき。
⑶ 隊員以外で災害に伴う死傷者があったとき。
⑷ 消防機械、消防通信施設等の故障により活動に支障
が生じたとき。
⑸ その他即報を要すると認める重要事項が発生したと
き。
（通行障害等）
第52条 局長及び署長は、通行障害、水利故障、火災と紛
らわしいたき火等特に警防活動上支障のある事象を発見
し、又は通知を受けたときは、関係のある消防隊への連
絡その他必要な措置を行うものとする。
（火災防御検討会等）
第53条 署長は、災害現場活動を行ったときは、事後の活
動に資するため必要があると認めるものについて当該災
害発生後速やかに、当該活動を行った者その他関係者の
出席を求めて、次に定める検討会を開催し、災害現場活
動の適否その他について討議を行うものとする。
⑴ 火災防御検討会 火災防御活動を主体とした検討会
⑵ 救助活動検討会 救助活動を主体とした検討会

―101―

奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）



（施行細目）
第54条 この規程について必要な事項は、局長が別に定め
る。
附 則

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。

別表第１（第10条関係）
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地 域 名 地 域

特 別 地 域 川上町、雑司町、手貝町、今小路町、今在家町

市街地地域 市域のうち特別地域及び東部地域を除いた地域

東 部 地 域 横田町、茗荷町、矢田原町、長谷町、杣ノ川町、南田原町、中之庄町、中貫町、大野町、日笠町、
沓掛町、此瀬町、和田町、須山町、誓多林町、田原春日野町、水間町、別所町、柳生町、柳生下町、
興ヶ原町、邑地町、大保町、丹生町、北野山町、大柳生町、阪原町、大平尾町、忍辱山町、大慈仙
町、須川町、南庄町、北村町、園田町、平清水町、生琉里町、法用町、東鳴川町、中ノ川町、狭川
両町、西狭川町、狭川東町、下狭川町、広岡町、月ヶ瀬石打、月ヶ瀬尾山、月ヶ瀬長引、月ヶ瀬嵩、
月ヶ瀬月瀬、月ヶ瀬桃香野、都祁南之庄町、都祁甲岡町、来迎寺町、都祁友田町、藺生町、都祁小
山戸町、都祁相河町、都祁吐山町、都祁こぶしが丘、都祁白石町、針町、針ヶ別所町、小倉町、上
深川町、荻町、都祁馬場町
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出動区分 内 容

出 動 隊 数

消防小隊
指揮支援
隊

高 度
救助隊
特 別
救助隊
等

救助小隊 救急小隊 計

火災
出動

第１
出動

火災を覚知（火災と認定される情報の受信
を含む。）すると同時に出動するもの ２～７

（８)
０～１ ０～２ ２～９

(10)

第２
出動

１ 特別消防対象物における火災に対し出動
するもの

２ 火災が拡大し、又はそのおそれがあり、
第１出動では鎮圧しがたく、現場の最高指
揮者からの要請により出動するもの

３ 気象状況、地理的条件その他の状況から、
火災が拡大し、又はそのおそれがあると認
められる場合に出動するもの

４～９ ０～１ ０～１ ０～２ ４～11
(12)

第３
出動

第２出動に相当する火災が更に拡大し、又
はそのおそれがあり現場の最高指揮者からの
要請により出動するもの

８～10 ０～１ ０～１ ０～２ ８～13

救助
出動

第１
出動

救助事故の覚知（救助事故と認定される情
報の受信を含む。）すると同時に出動するも
の

０～３ １ １ ２～５

第２
出動

１ 特殊救助事故に対し出動するもの
２ 第１出動では救助しがたく現場の最高指
揮者からの要請により出動するもの

０～３ １ １ １ ３～６

救急
出場

救急事故の覚知（救急事故と認定される情報の受
信を含む。）すると同時に出場するもの １ １

特命
出動

１ 災害現場からの要請によるほか、災害種別、災
害場所等により特に指定する隊及び小隊を出動さ
せるもの

２ 消防局長又は現場の最高指揮者の特命により出
動するもの

必 要 隊 数

警戒
出動

第１
出動

１ 火災と紛らわしい通報の受信又は怪煙の
発見により、調査及び警戒の必要がある場
合に出動するもの

２ 災害の発生が予測され、特に警戒の必要
があると認められる場合に出動するもの

３ 異臭・毒劇物漏洩に対し出動するもの

２～３ ０～１ ０～１ ２～４

第２
出動 ３ ２ ２ ７

応援
出動

消防相互応援協定に基づく要請又は消防局長の指
示により出動するもの 必 要 隊 数

出 動 区 分

備考 １ 自署管内の出動は、南消防署にあっては「救助小隊」を「高度救助隊」と、中央消防署にあっては「救助
小隊」を「特別救助隊」と読み替える。

２ （）内の数字は出動形態による増強出動の場合



別表第３（第38条関係）

―104―

平成28年９月１日
（木 曜 日）第328号 奈 良 市 公 報

本部長 副本部長 各班及び班長 班 員 業 務 分 担

消防局長 副 局 長
消防危機
統 制 監
室 長

庶 務
保 全 班
総 務 課 長

総務課員 １ 本部の総合調整及び指示命令の伝達に関すること。
２ 消防団に関すること。
３ 応援機関等に関すること。
４ 職員の健康状態の掌握及び安全管理に関すること。
５ その他総務課所掌事務に関すること。

予 防 班
予 防 課 長

予防課員 １ 被害状況の調査及び収集に関すること。
２ 広報及び報道機関への対応に関すること。
３ 警報の発令に関すること。
４ その他予防課所掌事務に関すること。

通 信 班
指 令 課 長

指令課員 １ 情報の収集及び連絡に関すること。
２ 各班との連絡調整に関すること。
３ 職員の動員に関すること。
４ その他指令課所掌事務に関すること。

警 防 救 助 班
消 防 課 長

消防課員 １ 警防活動及び救助活動の運用並びに統制に関すること。
２ 資器材（救急資器材を除く。）の確保及び補給に関するこ
と。
３ 避難の指示及び警戒区域に関すること。
４ その他消防課所掌事務に関すること。

救 急 班
救 急 課 長

救急課員 １ 救急活動の運用及び統制に関すること。
２ 救急資器材の確保及び補給に関すること。
３ その他救急課の所掌事務に関すること。

消 防 第 １ 班
中央消防署長
消 防 第 ２ 班
南 消 防 署 長
消 防 第 ３ 班
西 消 防 署 長
消 防 第 ４ 班
北 消 防 署 長
消 防 第 ５ 班
東 消 防 署 長

各 署 員 １ 災害現場における消防活動に関すること。
２ 避難の指揮及び誘導に関すること。
３ 被害状況の調査及び収集（予防班と協力）に関すること。
４ 現場における広報に関すること。
５ その他署所掌事務に関すること。



別記
第１号様式（第32条関係）
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第２号様式（第32条関係）
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第３号様式（第44条関係）
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（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市消防局長訓令甲第６号
全 職 員

奈良市救急活動規程を次のように定める。
平成28年４月１日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師
奈良市救急活動規程

目次
第１章 総則（第１条・第２条）
第２章 救急隊の編成（第３条・第４条）
第３章 救急活動（第５条－第22条）
第４章 報告（第23条・第24条）
第５章 雑則（第25条－第27条）
附則
第１章 総則

（趣旨）
第１条 この規程は、消防法（昭和23年法律第186号。以
下「法」という。）に基づく救急業務の実施に関し必要
な事項を定めるものとする。
（用語の定義）
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義
は、当該各号に定めるところによる。
⑴ 救急業務 法第２条第９項に規定する業務をいう。
⑵ 救急活動 救急業務を行うための活動又は医師等を
搬送する活動をいう。

⑶ 救急事故 法及び消防法施行令（昭和36年政令第37
号。以下「令」という。）に定める救急業務の対象と
なる事故等をいう。
⑷ 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のある場所
をいう。

⑸ ドクターカー 患者監視装置等の医療機器を搭載し、
医師等が同乗し出場する救急自動車をいう。

⑹ 医療機関 医療法（昭和23年法律第205号）第１条
の５に規定する病院及び診療所をいう。

⑺ 医療保護施設 生活保護法（昭和25年法律第144号）
第38条に規定する医療を必要とする要保護者に対して
医療の給付を行うことを目的とする施設をいう。

⑻ 転院搬送 現に医療機関の管理下にある傷病者を当
該医療機関の医師が医療上の理由により、医師の病状
管理のもとに緊急に他の医療機関に搬送する必要があ
ると認め、救急要請をした場合をいう。
第２章 救急隊の編成

（救急隊等の編成基準）
第３条 救急隊は、救急自動車１台及び救急隊長以下３人
以上の救急隊員をもって編成する。
２ 救急隊の小隊長は救急隊長（以下「隊長」という。）
とし、消防司令補以上の階級にある者をもって充てる。
ただし、医師が同乗する場合は隊長を消防士長とするこ
とができる。
３ 消防長が特に認める場合は、前２項の規定にかかわら

ず、救急隊を編成できるものとする。
（救急隊員の資格）
第４条 救急隊員は、救急救命士法（平成３年法律第36号
）第３条に規定する救急救命士の免許を受けている者
（以下「救急救命士」という。）又は令第44条第３項各
号に該当する者とする。

第３章 救急活動
（救急活動）
第５条 救急隊は、現場到着と同時に必要に応じて応急処
置等を施し、医療機関に傷病者（救護を要する傷病者を
いう。以下同じ。）を搬送しなければならない。ただし、
当該傷病者又はその関係者の希望による場合、その他や
むを得ない場合は、その他の医療機関等に搬送し、又は
傷病の程度により応急処置等のみにとどめることができ
る。
（救急救命士の活動）
第６条 救急救命士は、この規程に定めるところによるほ
か、別に定めるところにより救急活動を行わなければな
らない。
（ドクターカーの運用）
第７条 ドクターカーの運用にあっては別に定める。
（傷病者の取扱い）
第８条 救急隊は、救急事故による傷病者を次に掲げると
ころにより取扱うものとする。
⑴ 傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これ
を搬送しないものとする。
⑵ 傷病者を搬送することが傷病の程度を悪化させ、又
は生命に重大な影響を及ぼすと認められるときは、医
師の診断を依頼し、その結果によりこれを搬送し、又
は搬送しないものとする。
⑶ 救急現場到着時において傷病者が明らかに死亡して
いる場合又は医師が死亡していると診断した場合は、
これを搬送しないものとする。

２ 前項第２号の規定により医師の診断を依頼しようとす
るときは、あらかじめ指令課に連絡し、隊長自ら又は指
令課から依頼するものとする。
（関係者の同乗）
第９条 隊長は、傷病者の搬送に当たり、当該傷病者の看
護等に必要があるときは、医師、看護師、警察官、保護
者等関係者の同乗を求めるものとする。
（傷病者の引継ぎ）
第10条 隊長は、傷病者を医療機関等に引継ぎするときは、
当該医療機関の医師に救護時の傷病状況その他必要事項
を連絡するとともに、傷病者搬送票（別記第１号様式）
により当該事実を確認する医師の署名又は押印を受ける
ものとする。
（現場保存等）
第11条 隊長は、傷病の原因に犯罪の疑いがあると認めた
ときは、速やかにこの旨を警察官に連絡するとともに、
現場の保存及び証拠の保存に努めなければならない。
（要保護者等の取扱い）
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第12条 隊長は、傷病者が生活保護法に定める被保護者若
しくは要保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進
並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自
立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）に定める
中国残留邦人等支援給付を受ける者と判断したときは、
やむを得ない場合のほか、生活保護法（中国残留邦人等
の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等
及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定により
その例によることとされる場合を含む。次項において同
じ。）による医療保護施設又は医療機関等に搬送し、直
ちにこの旨を傷病者搬送票（別記第１号様式）に必要事
項を記載し所属長を経て局長に報告するものとする。
２ 局長は、前項の報告を受けた場合は、要保護傷病者等
送院通知書（別記第２号様式）を、生活保護法第19条各
項に定める機関に送付するものとする。
（関係先への連絡）
第13条 隊長は、傷病者の傷病の状況等により必要がある
と認めるときは、関係行政機関、傷病者の家族等に連絡
するよう努めるものとする。
（医療機関等との連絡）
第14条 局長は、医療機関等と救急業務の実施について常
に緊密な連絡を取り、救急業務の円滑な遂行を図るもの
とする。
（救急事故種別及び救護種別の分類）
第15条 救急事故種別の分類については、別表第１に定め
るところによるものとする。
２ 救護種別の分類については、別表第２に定めるところ
によるものとする。
（消毒の実施）
第16条 救急隊は、救急自動車及び積載資器材等について、
次に掲げる区分により消毒を実施しなければならない。
⑴ 使用後消毒 使用後随時
⑵ 定期消毒 毎月１回
２ 前項の規定による消毒を効果的に行うための実施要領
については、別に定めるところによる。
（感染防止対策）
第17条 隊員は、傷病者の応急処置等に際しては、ゴム手
袋等を着装し、血液等に直接触れないよう措置を講ずる
とともに、消毒薬液等を活用して傷病者及び隊員自身の
感染防止に努めなければならない。
２ 隊長は、救急活動により救急隊員に血液等による汚染
が発生した場合、血液等による救急隊員汚染状況報告書
（別記第３号様式）に必要事項を記載し所属長を経て局
長に報告するものとする。
３ 救急隊は救急活動により生じた血液、吐物等の付着し
た廃棄物を適正に処理しなければならない。
（法定伝染病患者等の取扱い）
第18条 隊長は、法定伝染病若しくはその疑いのある傷病
者又はウイルス性感染症の傷病者を搬送した場合は、隊
員、救急自動車及び積載資器材の汚染に留意し直ちに所
定の消毒を行い、この旨を血液等による救急隊員汚染状

況報告書（別記第３号様式）に必要事項を記載し所属長
を経て局長に報告するとともに当該傷病者に対する医師
の診断結果を確認し、所要の措置を講ずるものとする。
（救急資器材）
第19条 救急自動車には、次に掲げる救急資器材を備える
ものとする。
⑴ 応急処置等に必要な救急資器材で別表第３に掲げる
もの
⑵ 通信、救出等に必要な救急資器材で別表第４に掲げ
るもの

２ 救急自動車には、前項に定めるもののほか、必要に応
じて、別表第５に掲げる救急資器材を備えるものとする。
３ 救急資器材は常に点検を行い、機能の保持に努めなけ
ればならない。
（救急訓練）
第20条 局長又は所属長は、救急事案及び集団災害に対す
る現場活動に係る知識及び技術の向上を図るため、救急
訓練を定期的に実施するものとする。
（救急隊員の技能維持）
第21条 局長又は所属長は、救急隊員の行う応急処置等に
関する知識及び技能等の維持向上を図るものとする。
（市民に対する応急手当の普及啓発）
第22条 局長は、市民に対する応急手当の普及啓発活動を
計画的に推進するよう努めるものとする。

第４章 報告
（救急出場報告）
第23条 救急活動を行った隊長は、救急出場報告書（別記
第４号様式）を作成し、速やかに所属長に提出しなけれ
ばならない。
２ 前項により提出を受けた所属長は、当該報告書に基づ
き救急日報（別記第５号様式）を作成し、速やかに局長
に提出しなければならない。
（救急搬送証明）
第24条 局長又は所属長は、救急搬送に関する証明を救急
搬送証明書交付申請書（別記第６号様式）により申請が
あった場合、救急搬送証明書（別記第７号様式）を交付
するものとする。
２ 救急搬送証明書の申請者は、救急搬送を受けた本人又
は家族とする。ただし、委任を受けたものが委任状を申
請書と併せて提出したときは、この限りでない。
３ 申請者がやむを得ない理由により交付申請書を直接提
出できない場合は、郵送によることができるものとする。
なお、郵送による場合は、申請者の住所及び氏名を記載
し、必要となる切手を貼付した返信用封筒及び交付申請
書を提出させ、記載事項等を確認した後、申請者に証明
書を送付することとする。
４ 証明書の発行者は、当該傷病者を搬送した救急隊が所
属する局長又は署長とする。
５ 救急搬送証明書を交付した場合は、発行部数を明らか
にし、その写しを保存するものとする。

第５章 雑則

―111―

奈 良 市 公 報 第328号
平成28年９月１日
（木 曜 日）



（即報事項）
第25条 所属長は、奈良市警防活動規程第51条に掲げる即
報事項が発生したときは、電話その他の方法により局長
に即報しなければならない。
（救急活動検討会）
第26条 局長及び所属長は、災害現場活動を行ったときは、
事後の活動に資するため必要があると認めるものについ
て当該災害発生後速やかに、当該活動を行った者その他

関係者の出席を求めて、救急活動検討会を開催し、災害
現場活動の適否その他について討議を行うものとする。
（施行細目）
第27条 この規程について必要な事項は、局長が別に定め
る。

附 則
この訓令は、平成28年４月１日から施行する。
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別表第１（第15条関係）
事 故 種 別 表

別表第２（第15条関係）
救 護 種 別 表

事 故 種 別 事 項

火 災 事 故 火災現場において直接火災に起因して生じた事故をいう。

自 然 災 害 事 故 暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震、雪崩、地すべりその他の異常な自然現象に起因する災害によ
る事故をいう。

水 難 事 故 水泳中（運動競技によるものを除く。）の溺者又は水中転落等による事故をいう。

交 通 事 故 全ての交通機関相互の衝突及び接触若しくは単一の事故又は歩行者等が交通機関に接触したこ
と等による事故をいう。

労 働 災 害 事 故 各種工場、事業所、作業所、工事現場等において就業中発生した事故をいう。

運 動 競 技 事 故
運動競技の実施中に発生した事故で直接運動競技を実施している者、審判員及び関係者等の事
故（観覧中の者が直接に運動競技用具等によって負傷した者を含み、競技場内の混乱による事
故等を除く。）をいう。

一 般 負 傷 他に分類されない不慮の事故をいう。

加 害 故意に他人によって傷害等を加えられた事故をいう。

自 損 行 為 故意に自分自身に傷害を加えた事故をいう。

急 病 疾病によるもので救急業務として行ったものをいう。

転 院 搬 送 現に医療機関に収容されている者を当該医療機関から他の医療機関に搬送するものをいう。

医 師 搬 送 医師を救急現場等へ搬送するものをいう。（看護師及び助産師を含む。）

資 器 材 等 輸 送 救急現場等へ救急資器材及び医療資器材を輸送するものをいう。

そ の 他
転院搬送、医師、看護師搬送、医療資器材等の輸送、その他のもの（傷病者不搬送件数のうち、
各種別の救急事故に分類不能のもの及び誤報、いたずら等で救急事故等の不明なものを含む。）
をいう。

救護種別 事 項

傷
病
者
搬
送

依 頼 搬 送 傷病者又はその関係者の依頼による特定の医療機関への搬送をいう。

選 択 搬 送 事故発生場所の直近であって、傷病者の傷病内容に適応する救急医療機関への搬送をいう。

不
搬
送

不 救 護 傷病者を医療機関へ搬送しなかったものをいう。
（傷病者なし、拒否、酪酊、死亡、誤報、いたずら等）

現 場 処 置 救急現場で応急処置を行い、傷病者を医療機関等へ搬送しなかったものをいう。
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別表第３（第19条関係）
救 急 資 器 材

分 類 品 名

観 察 用 資 器 材 患 者 監 視 装 置
血 圧 計
血 中 酸 素 飽 和 度 測 定 器
検 眼 ラ イ ト
心 電 計
体 温 計
聴 診 器

呼 吸 ・ 循 環 管 理 用 資 器 材 気 道 確 保 用 資 器 材
吸 引 器 一 式
喉 頭 鏡
酸 素 吸 入 器 一 式
自 動 式 人 工 呼 吸 器 一 式
自 動 体 外 式 除 細 動 器
手 動 式 人 工 呼 吸 器 一 式
マ ギ ー ル 鉗 子

創 傷 等 保 護 用 資 器 材 固 定 用 資 器 材
創 傷 保 護 用 資 器 材

保 温 ・ 搬 送 用 資 器 材 雨 お お い
ス ク ー プ ス ト レ ッ チ ャ ー
担 架
バ ッ ク ボ ー ド
保 温 用 毛 布

感 染 防 止 ・ 消 毒 用 資 器 材 感 染 防 止 用 資 器 材
消 毒 用 資 器 材

そ の 他 の 資 器 材 ト リ ア ー ジ タ ッ グ
膿 盆
は さ み
ピ ン セ ッ ト
分 娩 用 資 器 材
冷 却 用 資 器 材

別表第４（第19条関係）
救 急 資 器 材

分 類 品 名

通 信 用 資 器 材 車 載 無 線 機

救 出 用 資 器 材 救 命 浮 環
救 命 綱
万 能 斧

そ の 他 の 資 器 材 保 安 帽
救 急 か ば ん
警 笛
懐 中 電 灯

その他必要と認められる資器材
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別表第５（第19条関係）
救 急 資 器 材

分 類 品 名

観 察 用 資 器 材 血 糖 値 測 定 器

呼 吸 ・ 循 環 管 理 用 資 器 材 呼 気 二 酸 化 炭 素 測 定 器 具
シ ョ ッ ク パ ン ツ
自 動 式 心 マ ッ サ ー ジ 器
心 肺 蘇 生 用 背 板
特 定 行 為 用 資 器 材
ビ デ オ 硬 性 挿 管 用 喉 頭 鏡

通 信 用 資 器 材 携 帯 電 話
情 報 通 信 端 末
心 電 図 伝 送 等 送 受 信 機 器

そ の 他 の 資 器 材 在 宅 療 法 継 続 用 資 器 材
リ ン グ カ ッ タ ー



別記
第１号様式（第10条、第12条関係）
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第２号様式（第12条関係）
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第３号様式（第17条関係）
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第４号様式（第23条関係）
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第５号様式（第23条関係）
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第６号様式（第24条関係）
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第７号様式（第24条関係）
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（平成28年４月１日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市消防局長訓令甲第７号
全 職 員

奈良市火災調査規程の一部を改正する訓令を次のように
定める。
平成28年４月１日

奈良市消防局長 酒 井 孝 師
奈良市火災調査規程の一部を改正する訓令

奈良市火災調査規程（平成11年奈良市消防局長訓令甲第
１号）の一部を次のように改正する。
第13条第１項中「消防隊員及び調査員」を「調査員及び
調査に従事する者（以下「調査員等」という。）」に改め、
同条第２項から第４項までの規定中「調査員」を「調査員
等」に改める。
第14条から第22条までの規定中「調査員」を「調査員等
」に改める。
第24条中第２項を削り、第３項を第２項とする。
第26条及び第28条中「調査員」を「調査員等」に改める。
第29条を次のように改める。
（報告）
第29条 署の調査員等は、前条の調査書類を作成したのち、
火災調査報告書（別記第13号様式）を添付し、速やかに
署長に報告しなければならない。ただし、局長が別に定
める火災については、調査書類の一部を簡略化すること
ができる。
２ 前項の規定にかかわらず、大規模火災等で局長が特に
必要と認めるものにあっては、局長に報告するものとす
る。
３ 署長は、毎月の火災調査書類の作成状況を局長に報告
しなければならない。
第30条第１項中「調査員」を「調査員等」に改める。
第34条第１項中「調査員」を「調査員等」に改め、同条
第２項を次のように改める。
２ 前項の規定にかかわらず、大規模火災等で局長が特に
必要と認めるものにあっては、局長に報告するものとす
る。
別記第５号様式中「60日」を「３箇月」に改める。
附 則

この訓令は、平成28年４月１日から施行する。
（平成28年４月１日掲示済）

教 育 委 員 会
奈良市教育委員会告示第44号
平成28年４月定例教育委員会を次のとおり開催しますの
で、奈良市教育委員会会議規則（昭和57年奈良市教育委員
会規則第12号）第３条第２項の規定により告示します。
平成28年４月５日

奈良市教育委員会
委員長 杉 江 雅 彦

１ 日 時
平成28年４月12日（火）
午後２時00分から

２ 場 所
奈良市役所 北棟６階 第22会議室

３ 会議に付すべき事件
教育長報告
⑴ 第70回奈良市民体育大会の開催について
議事
議案第１号 奈良市教職員分限懲戒審査委員会委員の解

任及び任命について
議案第２号 平成28年度学校施設開放運営協議会委員及

び管理指導員の委嘱について
その他
⑴ 奈良市教育委員会の後援・共催にかかる事業につ
いて ３月～４月
⑵ 平成28年度４月教員人事異動総括について

（平成28年４月５日掲示済）

選挙管理委員会
奈良市選挙管理委員会告示第８号
平成28年６月２日に本市の選挙人名簿に登録する者の氏
名、住所及び生年月日を記載した書面を、平成28年６月３
日から平成28年６月７日までの間、毎日午前８時30分から
午後５時まで、次の場所で縦覧に供します。
平成28年４月28日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟４階
選挙管理委員会事務局内

（平成28年４月28日掲示済）
―――――――――――――――――――

奈良市選挙管理委員会告示第９号
本市の在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官
の名称、最終住所及び生年月日を記載した書面を、平成28
年６月３日から平成28年６月７日までの間、毎日午前８時
30分から午後５時まで、次の場所で縦覧に供します。
平成28年４月28日

奈良市選挙管理委員会
委員長 西久保 武 志

縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟４階
選挙管理委員会事務局内

（平成28年４月28日掲示済）
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農 業 委 員 会
奈良市農業委員会告示第７号
奈良市農業委員会平成28年４月農地部会の会議を次のと
おり招集しますので、奈良市農業委員会部会会議規則（昭
和32年奈良市農業委員会告示第４号）第３条第１項の規定
により告示します。
平成28年４月７日

奈良市農業委員会
農地部会長 中 田 武 文

１ 日時
平成28年４月14日（木） 午後１時30分

２ 場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市役所 北棟６階 第21会議室

３ 審議案件
⑴ 農地法（昭和27年法律第229号）第３条、第４条及
び第５条に関する許可申請及び届出について

⑵ 相続税の納税猶予に係る特例農地等の利用状況確認
について

⑶ 生産緑地に係る農業の主たる従事者等に関する証明
について

⑷ 農地法第18条第６項の規定による通知の受理につい
て（３月専決処理分）

⑸ 生産緑地法第13条の規定による生産緑地の取得の
あっせんについて

⑹ 知事許可について（３月許可分）
（平成28年４月７日掲示済）
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